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令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月10日（金曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後３時28分

場 所 第２委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和５年度沖縄県一般会計予算

（土木建築部所管分）

２ 甲第５号議案 令和５年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

３ 甲第12号議案 令和５年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

４ 甲第15号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予

算

５ 甲第16号議案 令和５年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

６ 甲第17号議案 令和５年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

７ 甲第18号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業

特別会計予算

８ 甲第24号議案 令和５年度沖縄県流域下水事

業会計予算

出席委員

副委員長 下 地 康 教

委 員 仲 里 全 孝 座 波 一

玉 城 健一郎 島 袋 恵 祐

比 嘉 瑞 己 崎 山 嗣 幸

新 垣 光 栄 金 城 勉

照 屋 守 之

欠席委員

委 員 長 呉 屋 宏

委 員 瑞慶覧 功

説明した者の職・氏名

土 木 建 築 部 長 島 袋 善 明

土 木 総 務 課 長 新 垣 雅 寛

道 路 街 路 課 長 砂 川 勇 二

道 路 管 理 課 長 下 地 英 輝

河 川 課 長 波 平 恭 宏

海 岸 防 災 課 長 前武當 聡

港 湾 課 長 呉 屋 健 一

都市計画・モノレール課長 仲 厚

都 市 公 園 課 長 仲 本 隆

首 里 城 復 興 課 長 知 念 秀 起

下 水 道 課 長 上 原 正 司

住 宅 課 長 仲 本 利 江
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○下地康教副委員長 ただいまから土木環境委員会

を開催いたします。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

ております。

なお、令和５年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査をいたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第５号議案、甲第12号

議案、甲第15号議案から甲第18号議案まで及び甲第

24号議案の予算８件を一括して議題といたします。

土木建築部長から土木建築部関係予算の概要の説

明を求めます。

島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 おはようございます。

ただいま議題となりました甲第１号議案、甲第５号

議案、甲第12号議案、甲第15号議案から甲第18号議

案まで及び甲第24号議案の当初予算について、その

概要を御説明いたします。

令和５年度は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画

の取組を加速させ、誇りある豊かな沖縄の未来につ

なげていく重要な年であります。

令和５年度の重点テーマを踏まえ、土木建築部と

しては産業インフラの整備、安全・安心の確保、離

島・過疎地域の振興を施策の３本柱に据え、社会資

本整備の推進に向け、全力で取り組んでまいります。

次に、土木建築部所管の議案ごとの予算内容につ

いて御説明いたします。

ただいま青メッセージで通知しました令和５年度

土木環境委員会記録（第４号）
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当初予算説明資料土木建築部抜粋版をタップし、資

料を御覧ください。

通知をタップして、１ページを御覧ください。

初めに、一般会計の部局別歳出予算について御説

明いたします。

表の最下段の合計額になりますが、令和５年度一

般会計の県全体の歳出予算額は8613億9500万円と

なっております。そのうち土木建築部は中ほどの太

枠内となっており、予算額は822億730万6000円で、

県予算の9.5％を占めております。令和４年度と比較

すると72億9578万8000円、率にして9.7％の増となっ

ております。

続きまして、歳入予算について御説明いたします。

２ページを御覧ください。

土木建築部の歳入予算額は、表の太枠内、最下段

の合計の金額になりますが696億8397万2000円で、県

全体の8.1％を占めており、令和４年度予算と比較す

ると73億3157万2000円、率にして11.8％の増となっ

ております。歳入の主な内訳としまして、中ほどの

太枠内にあります９の使用料及び手数料は63億

7559万4000円となっており、令和４年度と比較する

と3867万5000円、率にして0.6％の減となっておりま

す。減となった理由としては、新型コロナウイルス

による経済状況の悪化に伴い、入居者の収入減が予

測されることによる県営住宅使用料の減などによる

ものであります。

その下の10の国庫支出金は429億4797万5000円と

なっており、令和４年度と比較すると42億444万円、

率にして10.9％の増となっております。増となった

理由としては、沖縄振興公共投資交付金、ハード交

付金が令和４年度より増加したことによるものであ

ります。

その下の13の繰入金は24億6537万3000円となって

おり、令和４年度と比較すると12億385万9000円、率

にして95.4％の増となっております。増となった理

由としては、国営沖縄記念公園内施設管理基金繰入

金や、沖縄県首里城復興基金繰入金の増などによる

ものであります。

また、下から３行目の15の諸収入は21億3855万

7000円となっており、令和４年度と比較すると６億

8168万4000円、率にして46.8％の増となっておりま

す。増となった理由としては、国営公園管理費（水

族館）の増などによるものであります。

その下の16の県債は154億100万円となっており、

令和４年度と比較すると13億2490万円、率にして

9.4％の増となっております。増となった理由とし

ては、緊急自然災害防止対策事業や公共事業等債な

どの増によるものであります。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。

３ページを御覧ください。

土木建築部の歳出予算は、中ほどの太枠内にあり

ます。８の土木費が808億9483万2000円及び11の災害

復旧費が13億1247万4000円となっており、合計で

822億730万6000円となっております。令和４年度と

比較すると72億9578万8000円、率にして9.7％の増と

なっております。増となった理由としては、通学路

緊急対策として新規に交通安全対策事業を計上した

ことや、公共離島空港整備事業の工事箇所が増えた

ことによるもの、また下水道や公園分野において沖

縄振興公共投資交付金、ハード交付金事業が令和４年

度より増加したことなどによるものであります。

主な事業としては、モノレール車両の３両化整備

を行う沖縄都市モノレール輸送力増強事業、南部東

道路及び高規格ＩＣアクセス道路（幸地インター線）

の整備を行う地域連携道路事業費、首里城正殿に用

いる造作材調達及び赤瓦調達などを行う首里城復興

基金事業などがあります。

以上が、土木建築部に係る一般会計歳入歳出予算

の概要であります。

次に、土木建築部関係の６つの特別会計における

予算の概要について御説明いたします。

４ページを御覧ください。

下地島空港特別会計の令和５年度歳入歳出予算額

は５億3636万6000円で、令和４年度と比較すると４億

8322万5000円、率にして47.4％の減となっておりま

す。減となった理由としては、下地島空港建設事業

費（補助事業）において、航空灯火・電力監視制御

装置の整備等に伴う工事が、令和４年度で完了した

ことによるものであります。

次に、５ページを御覧ください。

宜野湾港整備事業特別会計の令和５年度歳入歳出

予算額は５億4288万6000円で、令和４年度と比較す

ると2948万5000円、率にして5.7％の増となっており

ます。増となった理由としては、宜野湾港マリーナ

における給電給水設備の更新や施設修繕等に係る宜

野湾港管理運営費の増などによるものであります。

次に、６ページを御覧ください。

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計の令和５年

度歳入歳出予算額は３億2829万2000円で、令和４年

度と比較すると１億1853万8000円、率にして56.5％

の増となっております。増となった理由としては、

東埠頭照明設備の整備や、港湾関連用地の舗装工事
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に係る中城湾港機能施設整備費の増などによるもの

であります。

次に、７ページを御覧ください。

中城湾港マリン・タウン特別会計の令和５年度歳

入歳出予算額は２億3786万8000円で、令和４年度と

比較すると4509万5000円、率にして23.4％の増となっ

ております。増となった理由としては、Ｂブロック

フェンス設置工事等に係る中城湾港マリン・タウン

臨海部土地造成費の増などによるものであります。

次に、８ページを御覧ください。

駐車場事業特別会計の令和５年度歳入歳出予算額

は5798万6000円で、令和４年度と比較すると１億

5135万1000円、率にして72.3％の減となっておりま

す。減となった理由としては、令和４年度において、

令和３年度までの歳計余剰金を一般会計へ繰り出し

を行うために駐車場管理運営費に計上していたこと

によるものであります。

次に、９ページを御覧ください。

中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会

計の令和５年度歳入歳出予算額は２億7236万2000円

で、令和４年度と比較すると39万3000円、率にして

0.1％の減となっております。減となった理由とし

ては、地盤改良に係る中城湾港（泡瀬地区）臨海部

土地造成費の減などによるものであります。

最後に、10ページを御覧ください。

企業会計である流域下水道事業会計の令和５年度

歳入額は179億5767万6000円で、令和４年度に比較す

ると、9055万3000円、率にして0.5％の増となってお

ります。

一方、歳出額は199億3981万7000円で、令和４年度

と比較すると４億1856万円、率にして2.1％の増と

なっております。増となった理由としては、収益的

支出の営業費用及び資本的支出の建設改良費が増と

なったことによるものであります。

以上で土木建築部所管の令和５年度当初予算の概

要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わり

ました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に係る

予算議案でありますので、十分御留意願います。

総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月13日、当委員会の

質疑終了後に改めて、総括質疑とする理由の説明を

求めることにいたします。

なお、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に対して、誰に、どのような項

目を聞きたいのか確認いたしますので、簡潔に説明

するようお願いいたします。

その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算

特別委員会に報告することにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

当該ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

ます。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、土木建築部に係る甲第１号議案、甲第

５号議案、甲第12号議案、甲第15号議案から甲第18号

議案まで及び甲第24号議案に対する質疑を行います。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、おはようございます。

自民党会派の仲里全孝でございます。

今回の予算に関して、何点か質疑を行います。

まず、先ほど部長のほうから説明がありました安

全・安心の確保、道路メンテナンス事業について、

今回12億円、老朽化対策に計上されております。

その詳細をお願いしたいと思います。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

道路メンテナンス事業でございますが、事業の目

的が橋梁、トンネル、道路附属物等の大型構造物に

ついて修繕及び更新を行うということで、災害等緊

急時における緊急輸送道路の確保や、安全・安心な

道路ネットワークの形成を図るということを目的と

しております。

令和５年度は12億円を予算計上しているところで
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ございます。

○仲里全孝委員 今説明がありました道路の補修の

種類、ちょっと教えてもらえないですか。

○下地英輝道路管理課長 事業の目的にあります橋

梁の老朽化、トンネルの老朽化、舗装・補修、あと

道路附属物、横断歩道橋、門型標識とか、そういっ

たものを補修、修繕するということでございます。

○仲里全孝委員 その中に、中央線、側線がどの道

路にも引かれていると思うんですけれども、その維

持管理、メンテナンス、マーキングのやり替えなど、

そういう補修工事は含まれていますか。

○下地英輝道路管理課長 区画線等の対応というこ

とでございますけれども、区画線などの道路施設に

ついては、日常の道路パトロールにより劣化状況や

修繕箇所の把握に努めているところでございます。

その修繕については、劣化状況等を勘案し、優先度

が高い箇所から順次実施しているところでございま

す。

○仲里全孝委員 区画線の修繕の話がありました。

これの深刻なことがちょっと県民のほうから上

がっていて、長い間、区画線の――いわゆる白の区

画線だとか、黄色の区画線だとか、そういう区画線

がメンテナンスされてないと。それ、どういうふう

に今上がっているかというと、交通面で、通常は区

画線がされているところは、最近の車ではモニター

で発するんですよ。しかし、区画線が維持管理され

てないものですから、これ車が察知して、何ていう

んですかね、これ機能されないと。そういった話が

聞こえているんですけれども、県のほうにはそういっ

た話が出ていませんか。

○下地英輝道路管理課長 道路のパトロール、修繕

等は、５つの各土木事務所でやっております。その

情報については、事務所のほうに適宜入っていると

思いますので、しっかり予算を確保し、対応してま

いりたいと考えております。

○仲里全孝委員 どうもありがとうございます。ぜ

ひ確認をしてください。よろしくお願いします。

次に、５の公園事業の中で、首里城公園消火施設

改修工事が計上されております。その詳細をお願い

します。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

今おっしゃっている消火施設の改修工事といいま

すのは、県営公園区域の中に、首里杜館という施設

がございます。その施設の中にあります消火施設設

備の改修工事となっております。

以上です。

○仲里全孝委員 今、首里城復興作業が進んでいま

す。その周りのドレンチャー、いわゆる消火施設に

関しては、見直しという考えはないんですか。

○知念秀起首里城復興課長 お答えいたします。

県営の区域の中の建物には、ドレンチャー設備は

設けてございません。今、国のほうで正殿の復元工

事を行っているところですけれども、国のほうでそ

ういった設備のほうを検討していくというふうに

伺っております。

以上です。

○仲里全孝委員 今回、首里城の復興関連事業の推

進の中で予算化もされております。その中で、今回

の消火施設は県では取り組まない、これ国で取り組

むということですか。

○知念秀起首里城復興課長 消火施設につきまして

は、国のほうで取り組むということになってござい

ます。

○仲里全孝委員 公園設備は県のほうで消火設備を

取り組むとさっき答弁がありましたけれども、国が

進めている。首里城復旧が今進んでいるんですけれ

ども、その周りの消火設備はなぜ国が取り組むんで

すか。法的にどうなっていますか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど申し上げました消火

施設の改修工事と申しますのが、県営首里城公園の

１番入り口の中にありますレストセンターといいま

すか、地下駐車場でありますとか、あるいは案内所

とか、売店、レストラン等を設置しています鉄筋コ

ンクリート造りの３階建ての建物がございます。そ

ちらの消火設備が、もともとあるものを今回――築

30年程度たちますのでそちらを改修するというよう

な計画でございまして、先ほど申し上げました国で

やるというのは、今回国のほうで焼失した城郭内の

首里城正殿等の復元事業をやっていまして、その中

でドレンチャーが検討されているというようなこと

でございます。

以上です。

○仲里全孝委員 国でドレンチャー、検討されてい

ることですけれども、県の関わりはどうですか。ド

レンチャー、消火施設の県の関わりは。

○知念秀起首里城復興課長 ドレンチャーとか、そ

ういった設備につきましては国のほうで検討されま

すが、その管理運営等につきましては県のほうで検

討しているところです。

○仲里全孝委員 県のほうが管理するわけですよね。

そうすれば、今回、国で計画されているドレン

チャーは、引渡しはどこにするんですか、設置した
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引渡し。

○仲本隆都市公園課長 首里城の城郭内、有料施設、

有料の区域、有料で入場していく区域がございます

けれども、そちらにつきましては平成31年２月から、

県が国から都市公園法に基づく管理許可という手続

を受けております。今回、新しく正殿等が復元され

ましたら、そちらも同じような手続で県が管理許可

を国から受けて管理をやるということで、財産を引

き継ぐとかそういうことはございません。

以上です。

○仲里全孝委員 国がドレンチャーを設置して、ド

レンチャーの施設ができたら県のほうに管理を引渡

しすると、そういった理解でいいですか。

○仲本隆都市公園課長 そのとおりでございます。

○仲里全孝委員 その新しく設置するドレンチャー

が、去る首里城の火災と、火災原因には何ら関係な

かったんですかね。その辺はどういうふうに国と調

整されていますか。

○知念秀起首里城復興課長 お答えします。

ドレンチャーは、火災の延焼防止のために設置す

るものでございますので、その火災の原因となると

ころとは、直接的には関係はないものと考えており

ます。

○仲里全孝委員 首里城の周りのドレンチャーが、

去る首里城の火災に直接、原因としては挙げられて

ないんですか。

○知念秀起首里城復興課長 そのとおりでございま

す。

○仲里全孝委員 火災が起きたときに、ドレンチャー

は機能していましたか。

○仲本隆都市公園課長 県のほうでは、令和元年か

ら令和２年にかけまして、再発防止検討委員会とい

うことで外部の有識者の検証を行っておりますが、

その中で行われた調査等においては、ドレンチャー

が作動したかどうかというのは明確に確認できてお

りません。

以上です。

○仲里全孝委員 私は、だから確認したいのはそこ

ですよ。

火災の原因もまだ明らかにしてないんですよ。そ

こで今、首里城、これを今、復興しているんですよ。

その周りの消火設備が、いわゆるドレンチャーが原

因かどうだったかというのは、まだこれは原因究明

されていないのではないですか。さっきの答弁では、

この火災設備のドレンチャーは一切関わりなかっ

たって答弁してなかったですか。

○仲本隆都市公園課長 ドレンチャーを設置する目

的といいますのは、細かく御説明しますと、ドレン

チャーというのは屋根の棟の周りから放水する形態

の施設になります。それは、外部での出火からこの

正殿本体に火が燃え移るのを防ぐための施設という

ことでございまして、今回、一応、出火場所として

消防等の調査の中で示されていますのが、正殿の内

部が出火場所となっておりますので、そういった意

味で、直接的にドレンチャーが火災の原因とは関係

ないというような認識でございます。

以上です。

○仲里全孝委員 いや、私、個人的なこの認識とか、

それは確認してないんですけれども。

火災の原因は首里城本体、首里城の施設内から出

たんですか。これは明らかにされていますか。

○仲本隆都市公園課長 那覇市消防局の調査結果に

よりますと、出火場所が正殿１階の北側東寄り付近

と判定されているということでございます。

○仲里全孝委員 出火の場所が正殿の東付近だと、

それはどこですか。正殿の火災の場所が、火災の原

因は正殿内の東付近と、今そういう答弁がありまし

たけれども、そこはどこですか。

○仲本隆都市公園課長 今申し上げましたのは正殿

の１階の北側東寄り付近ということで、出火原因に

ついては不明ということになっております。

以上です。

○仲里全孝委員 正殿の建物――施設内から出火の

原因だと、正殿のね、東側付近から出火の原因が。

これ事実ですか。

○仲本隆都市公園課長 今申し上げましたのは、消

防が発表しています調査結果の中でそういうふうに

発表されているということと、出火原因は不明とい

うことでございます。

以上です。

○仲里全孝委員 一般的に、分からない点ちょっと

教えてください。

原因不明なのに、正殿の中から出火したって今言っ

ていますよね。それは本当に正殿の中、東側からっ

て、どういう根拠でそういうふうに出火原因と言っ

ているのかな。

○仲本隆都市公園課長 那覇市消防局の調査結果に

よりますと、まず、この物証の調査、あるいは現地

で消火活動に携わった消防の方々の目視した状況、

そういったものを総合的に勘案して出火場所が判定

されたものと聞いております。

○仲里全孝委員 では、別の角度からちょっと確認
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させてください。

今回、首里城復興作業が進んでおります。私も個

人的に、２週間前に現場視察してきました。今、着

々と進んでいるんですけれどもね。

今回、皆さんの理解では、正殿の施設の内側から

だと、火災の原因は内側からだと。今、進んでいる

んですけれども、新しい首里城、建物そのもの、火

災が起きたときの既設の設計と今回の復興する首里

城の設計と、何と何が違いますか。

○知念秀起首里城復興課長 いろいろ新しい装置等

を設置するということで、国の検討委員会のほうで、

今、検討がなされているようでございまして、例え

ば、連結送水管設備を設置するですとか、スプリン

クラー等を設置するなどが検討をされているという

ふうに聞いておりまして、以前も消防法につきまし

ては満たしていたということですけれども、さらに

その上を行く設備を設置していくということで聞い

ております。

○仲里全孝委員 消火栓設備の中で、スプリンク

ラー、新しく今設置するというふうな話がありまし

た。

消火設備のスプリンクラー以外に、例えば木造だ

とか、そういったものを特別に既設のものと変わる

資材はありますか。

○知念秀起首里城復興課長 正殿につきましては、

基本的に木造ということになっております。

○仲里全孝委員 スプリンクラー施設以外は、全て

既設のものと同じ資材を使うんですか。

○知念秀起首里城復興課長 木造としての資材とい

う意味では、基本的には変わらないというふうに考

えております。

○仲里全孝委員 やっぱりこれまで首里城に関して

のやり取り、いろいろ私なりに、私も現場へ行って

いますから、消火体制に問題があったんですかね、

新しくスプリンクラー設置しているんですから。そ

うでしたかね。

消火体制に問題があったんですか。

○仲本隆都市公園課長 当時は夜間ということで、

警備員あるいは設備の監視員等がいたんですけれど

も――これまでも何度か御説明しているかと思いま

すが、最初に侵入者を感知する人感センサーが発報

したということで、それを受けて警備員が現地を確

認してきたときには、既にもう正殿内に煙が充満し

ていたというような状況で、火災を認知したときに

はもう初期消火ができる状態ではなかったというこ

とでございますので、そういう状況であったという

ことでございます。

以上です。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、消火体制に

原因があったのかなということを確認しているんで

すよ、新たにスプリンクラー設置しているから。新

たにスプリンクラー設置しているじゃないですか。

○仲本隆都市公園課長 委員がお聞きになっている

のは、スプリンクラーが設置されてなかったことに

ついてどうだったのかということだと思いますけれ

ども、スプリンクラーの設置は、消防法上、その当

時の正殿には義務ではなかったというふうなことで

ございます。

以上です。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲里委員から質疑内容について

補足の説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

知念秀起首里城復興課長。

○知念秀起首里城復興課長 スプリンクラーにつき

ましては、機能を強化するという意味で設置すると

いうことでございます。

○仲里全孝委員 この件ですけれども、総括質疑に

上げてください。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地副委員長から仲里委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改

めて説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 まず、タイトルが、首里城復興関

連事業と防災の関係について、相手が玉城デニー知

事へ、総括質疑へ上げたいと思います。

○下地康教副委員長 ただいま提起のありました総

括質疑の取扱いについては、３月13日の委員会の質

疑終了後において協議をいたします。

それでは、質疑を続けます。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 以上です。

○下地康教副委員長 仲里全孝委員の質疑が終了い

たしました。

次に、座波一委員。

○座波一委員 資料３－３の22ページにあります、

このハード交付金の８、９、10の予算がありますが、

この11のハード交付金の市町村事業の内容、20億

5900万円の説明をお願いします。

○上原正司下水道課長 公共下水道のハード交付金
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についてお答えします。

公共のハード交付金については、生活環境の向上

及び公共水域の水質保全に寄与するため、市町村が

実施する公共下水道の汚水管渠、ポンプ場施設、終

末処理場の水処理施設の設置及び改築等を行うため

の経費を補助している事業でございます。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、座波委員から質疑の趣旨につい

て補足説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

上原正司下水道課長。

○上原正司下水道課長 公共下水道のハード交付金

についてですが、主なものとしまして、名護市の終

末処理場改築に３億5400万円、浦添市ポンプ場施設

改築工事等に１億7442万円、うるま市のポンプ場施

設改築等に１億6151万円を充てております。

以上です。

○座波一委員 それだけでは６億円にもならないけ

ど、あと、15億円はどうですか。

○上原正司下水道課長 沖縄県で公共下水道をして

いるのは23市町村になりますので、今、主な金額の

大きい３市町村を説明いたしました。

○座波一委員 今、市町村ではハード交付金で予定

していた下水道工事が、もうハード交付金対応でき

ないから他の補助金でやってくれというような県か

らのアドバイスがあるということですけど、確かで

すか。

○上原正司下水道課長 近年の沖縄振興公共投資交

付金――ハード交付金予算の減少の影響を受けて、

整備進捗に遅れが生じております。財源確保が問題

となっているところです。

ハード交付金を補完する財源として、市町村に地

方創生汚水処理施設整備推進交付金の活用を促して

いるところでございます。

○座波一委員 このハード交付金のときと、地方創

生交付金のときとの、この市町村の負担はどう変わっ

てきますか。

○上原正司下水道課長 ハード交付金の補助率とし

まして、管渠のほうが10分の６、処理場関係が３分

の２となっております。

また、地方創生汚水処理施設整備推進交付金の補

助率としましては、管渠が２分の１、処理場が10分

の5.5となっております。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、座波委員から執行部の答弁につ

いて、市町村の負担が重くなっているのか

との確認があり、執行部から実質５％増と

の補足説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 市町村負担が増えるようなことに

なってしまっているということは事実ですね。

次に、８番、９番でいうハード交付金の、道路14億

円、そして同じくハード交付金、街路が17億円とい

う、これは全て県の事業なのですか。

○砂川勇二道路街路課長 ８番、９番の事業につき

ましては、県事業となっております。

○座波一委員 令和５年の予算の中で、市町村の概

算要求があったかとは思うんですけど、それに対し

て結果的に要求額はどうなっていますか。市町村分

がこの数年来、大体要求額の３割ぐらいしか確保で

きないという、非常に嘆いているわけですよ。その

状況が改善されてないはずなんだけど、令和５年も

やっぱりそういう状況ですか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えします。

道路関係予算は３事業にまたがっているところか

ら、土木総務課のほうでちょっとお答えしたいと思

います。

令和５年度のハード交付金の市町村分の道路関係

予算は、約63億円でございます。

あと国庫要請に関して、市町村からの要求額等に

ついては、県全体では必要額を国に要望して、ハー

ド交付金の沖縄県全体の要望額としては687億円、そ

れに対して令和５年度の当初予算額は368億円でござ

います。

○座波一委員 先ほどの63億円が市町村分であると

いうことですけど、令和５年――だから、これが要

求額の大体何パーセントになりますか。

○新垣雅寛土木総務課長 要求額については、土木

建築部ではその予算要求額をまとめてありまして、

その事業主管課と市町村が調整を行いながらハード

交付金事業予算として取りまとめて、総務部のほう

に予算要求をしているというところとなっておりま

す。

それで、市町村からの要求額に対する県の措置率

というところですけれども、それについては、あく

までも土木建築部の試算ではありますが、令和５年

度のハード交付金の道路関係予算に係る市町村分に

ついては、要求額に対しておよそ５割程度の予算措

置になっているものと考えております。

以上です。

○座波一委員 実際、５割は厳しいんじゃないかな
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と思っていますけどね。これ実際、しっかり把握し

たほうがいいと思いますよ。

先ほどの公共下水道も含めて、やっぱり市町村配

分は、要求額に対してかなり厳しいんですよね。数

年来続いている状況は、あまり改善されないと思い

ます。

その中で、令和４年に公共事業等推進調整会議、

これを立ち上げて各省庁予算を獲得する、あるいは

県債を活用するという方針を明確にしたわけですね。

そこで、令和５年度にどう反映されたかというのを

聞きたかったわけです。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

土木建築部においては、新たな財源確保といたし

まして各省計上予算として計上している事業が急傾

斜地崩壊対策事業費でありますとか、あと住宅市街

地総合整備補助金などがございます。あと地方財政

措置の有利な県債を活用した事業といたしましては、

令和５年度新規で、離島空港のうち県が管理してい

る旅客ターミナルビルの安全安心を確保するための

耐震対策を行う緊急防災減災事業として、予算額

4260万円を計上しているというところでございます。

ほかにもダム改修事業として2530万円を令和５年度

に創設された脱炭素化推進事業債で計上していると

いうところでございます。

以上です。

○座波一委員 この今答えた予算は防災関係が多い

と思うんですけど、これは国土強靱化関係の予算じゃ

ないかなと思うんですね。

だから、これはこれで結構なことですけど、先ほ

ど申し上げているこの公共工事、市町村が行う公共

工事の分のハード交付金で対応をする分が、どうし

ても対応できていない。令和５年度においてこれを

補うような予算の確保ができましたかということな

のです。

確保はできていないとは思うけど、どのような動

きをしたかも聞かなければいけない。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

土木建築部におけるハード交付金の市町村の配分

についてですけれども、県事業と市町村事業がおお

むね１対１となるように配分した結果、令和５年度

は県市町村がそれぞれ前年度から３から４ポイント

増加となっております。市町村に関しては、前年度

から0.2ポイント増の県と市町村の配分が51.7％と

なっているというところでございます。

○座波一委員 この件について、総括質疑を提起し

たいと思います。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地副委員長から座波委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改

めて説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 非常にハード交付金の減額が続いて

いる関係で、市町村の公共工事業の停滞がこの数年

来続いております。それで、令和４年に県は公共事

業等推進調整会議を立ち上げ、各省庁に関わる予算

の確保、あるいは県債を含めて公共工事の予算を確

保するということで方針を打ち出しました。そうい

うことに対して、例えば先ほど説明があった公共下

水道、あるいは道路工事予算もかなり市町村の負担

は増しているし、さらに、要求額もそんなに増えて

はいないということで、この問題を県知事がどのよ

うにこれを捉えて公共工事の確保に向けて取り組ん

だか、その公共工事推進調整会議の内容が明確にな

らなければいけない。

取組を明確にしたいために、県知事に対して総括

質疑を提起します。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、３月13日の質疑終了後に協議いたします。

質疑を続けてください。

○座波一委員 次に、同じ３－３の25ページ、河川

の改修事業です。

一番問題としているのは、東風平中学校に面して

いる報得川の改修計画です。これは河川改修事業と

しては23億円ありますけど、報得川の分は別のほう

でされているのかなと思っていますけど、17番の緊

急浚渫推進事業があります。

これがどのようになっているか、概要説明をお願

いします。

○波平恭宏河川課長 令和５年度当初予算に計上し

ております、この緊急浚渫推進事業につきましては

令和２年からスタートしておりまして、令和６年度

までの緊急浚渫推進事業債を活用した起債事業と

なっておりまして、県管理の10河川におきまして、

しゅんせつ及び樹木伐採を行うこととしております。

○座波一委員 このしゅんせつの範囲というのはど

の規模でやるんですか。

○波平恭宏河川課長 この緊急浚渫推進事業債で行

う報得川のしゅんせつにつきましては、既に整備済

みとなっております下流側の区間をしゅんせつする

予定としております。

今問題になっております東風平中学校周辺につき
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ましては、緊急対策としまして、この緊急浚渫推進

事業債とは別で２月補正予算を計上しておりまして、

この補正で３月から９月にかけて行う予定としてお

ります。

以上です。

○座波一委員 補正でしゅんせつ8000万円というこ

の経費が出ていますが、だからこのしゅんせつで本

当に対応できるか――今回の夏場の雨の時期にでき

るかというのは非常に厳しいと思いますよ。

だから、これしゅんせつと別に、改修工事の進捗

も非常に気になるところでありますけど、この拡幅

工事の概要計画はどうなっていますか。大ざっぱで

いいですから、言ってください。

○波平恭宏河川課長 報得川の令和５年度の予定で

すけれども、世名城橋付近で護岸の整備を予定して

おりまして、延長的には約50メートルを予定してお

ります。そのほかに、座名地橋から赤田橋までの

500メートル区間につきまして詳細設計を行うことと

しております。

河川整備につきましては、どうしても流水のボト

ルネックとならないように下流側から順次、拡幅工

事を進めていかなければならない関係がありまして、

完成までにはどうしても一定の期間が必要となりま

して、報得川につきましては、現時点では令和15年

の完了を目指して事業を推進しているところでござ

います。

○座波一委員 令和15年までかかるわけですよね、

あと10年以上。そうなると、この緊急的な当面の雨

の対策については、一体どうなるんですか。

これはしゅんせつで対応できるんですか。

○波平恭宏河川課長 東風平中学校周辺の緊急対策

につきましては、先ほど申し上げました２月の補正

予算でしゅんせつ等を予定しておりまして、梅雨の

時期までに効果が発現できますように、この中学校

付近から先行して着手しまして、流水を阻害してい

る樹木等の除去ですとか、しゅんせつを順次行って

いきたいと考えているところでございます。

あと、県としましては、どうしても改修工事に一

定の期間が必要となるものですから、その間の迅速

な避難を確保するためのソフト対策としまして、水

位計による情報発信を行うとともに、引き続き流域

内の関係者と協働しまして、あらゆる浸水被害対策

に取り組んでいきたいと考えているところでござい

ます。

○座波一委員 土木建築部の皆さん、これはちょっ

と緊張感が足りないんじゃないかなと思うんですよ

ね。本当にもう沖縄はそろそろ梅雨時期に入ります

からね。これ、非常に危険な状態が来るのは間違い

ありません。

それで、国土強靱化の予算の話もさっきやったん

ですけれども、やはりハード交付金の中で今対策工

事をしているわけですよ。このハード交付金で、今

度減額が続く中、十分な対策を打てるかとなったら、

できないんですよね。だから、そういうこの国土強

靱化の予算に対して、この報得川の対策というのを

もっともっと要求して、確保すべきじゃないかなと

思うんですけど。

○波平恭宏河川課長 報得川、今現在、ハード交付

金のほうで整備を進めておりますが、沖縄振興公共

投資交付金、河川のハード交付金の令和５年度の予

算状況ですけれども、令和５年度の予算につきまし

ては、河川事業への予算配分が増となったようなこ

とから、令和４年度に比べまして、全体で約１億

4000万円の増となっている状況でございます。

○座波一委員 この改修工事の必要な用地買収もど

の程度進んでいるのかがまだ分からないんですけれ

ども、いずれにしても、これをもっともっと予算化

すれば、改修工事もどんどん進むというふうに考え

ていいんですよね。

○波平恭宏河川課長 報得川の設計が終了しました

世名城橋から上流の400メートル区間につきまして

は、今年度で全て用地買収が完了する予定となって

おります。

次年度から工事に着手していきますので、必要な

予算額を確保しまして、早期の整備に取り組んでい

きたいと考えているところでございます。

○座波一委員 ですから、この予算をもっと確保す

れば、もっともっと進むというふうに考えていいで

すか。

○波平恭宏河川課長 下流側の用地が完了しました

区間につきましては、整備促進、予算を増にするこ

とで整備が促進されるのかなと考えているところで

ございます。

ただ、この区間の中には橋梁が幾つかございまし

て、こちらにつきましては八重瀬町さんと協力しま

して、その架け替えを順次行って、併せて河川改修

を前に進めていくということを予定しております。

○座波一委員 委員長、この問題も知事に総括質疑

を提起したいと思います。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地副委員長から座波委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改
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めて説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 八重瀬町の東風平中学校に面するこ

の報得川の問題で、しゅんせつという事業で補正も

含めて新年度も取り組むということではありますけ

れども、しゅんせつだけで対応できるとは思えない

状況で、非常に危険な状態であると。さらに改修工

事も進めてはいるが、完成まで15年もかかるという

ことで、この改修工事の早期化が必要である。

この２点からいいますと、やはり予算の問題で、

ハード交付金でこれをやっているという以上、この

ハード交付金で期待できるのか、非常に不安なので

す。ですから、国土強靱化の予算というものを、前

にあった公共事業推進調整会議等で動いているとい

うことも聞いていますから、国土強靱化の予算をしっ

かり確保して、災害対策に知事がどう動くのか、動

いてほしいというのも含めて、知事に総括質疑をお

願いしたい。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、３月13日の質疑終了後に協議いたします。

質疑を続けてください。

○座波一委員 資料３－３の45ページ、地域連携道

路事業費、42億円あります。

これ、南部東道路と幸地インターの内訳、配分を

お願いします。

○砂川勇二道路街路課長 42億円ですけれども、こ

れ国のほうの内示が３月末にしか出ないということ

で、これは一応要望額をベースに県予算として計上

しているものでございまして、その内訳としまして

は、南部東道路、地域高規格道路が31億円、幸地イ

ンターのほうが11億円という内訳になっております。

ただし、最終確定額ではないということをちょっ

と御留意いただきたいと思います。

○座波一委員 地域高規格道路予算だということで

聞いていますけど、この予算というのは、社会資本

整備総合交付金の１つなのですか。どうですか。

ちょっとよく分からない。

○砂川勇二道路街路課長 地域連携事業は、純然た

る補助事業でございまして、そのほかに、交付金と

しまして社会資本整備総合交付金、あと沖縄振興公

共投資交付金の２つがあるということになります。

○座波一委員 であれば、やはりこの予算というの

は、沖縄振興予算の中ではありますけど、振興局以

外での予算獲得になるわけですか、予算交渉になる

んですか。

○砂川勇二道路街路課長 沖縄振興予算の中の沖縄

道路事業ということで計上されますので、内閣府を

通して国土交通省と交渉して予算がつくという状況

でございます。

○座波一委員 内閣府を通してではありますけど、

いずれにしても、これも国土交通省への直接交渉が

できるところだと思いますけど、どうでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 県としましては、沖縄総

合事務局に要望して内閣府を通すというシステムに

なっておりますので、県から直接国土交通省にとい

うことはできないという状況になっています。

○座波一委員 できないんですか。

○砂川勇二道路街路課長 県から直接国土交通省に

要望を出すという流れにはなっていないという状況

でございます。

○座波一委員 社会資本整備総合交付金は、これは

どうですか。

○砂川勇二道路街路課長 同じで沖縄総合事務局を

通して、内閣府を通してという流れになります。

○座波一委員 そうなると、ハード交付金も内閣府

を通す。ハード交付金以外のものも、あるいは社会

資本整備総合交付金も全てやっぱり内閣府を通して

しか国土交通省には交渉できないということになる

んですか。

○砂川勇二道路街路課長 ハード交付金は、内閣府

の中での部署は違うということは聞いておりますが、

いずれにしても内閣府を通して予算要望するという

形になります。

○座波一委員 今後のためにも、これ各省庁に対し

てやっぱりこの動きがもっとあるべきだという声が

出ておりますので、沖縄県がですね。

そこは部長、どうですか。

○島袋善明土木建築部長 今、道路街路課長から説

明があったとおり、沖縄県の予算の立てつけという

のが、基本的に内閣府一括計上予算は委員御承知の

とおりですので、基本的なルートとしては、我々が

予算のヒアリングですとか、概算の説明をする場合

においてはやはり沖縄総合事務局さん、そして内閣

府の沖縄振興局と、そこを通しての要請とヒアリン

グ等を行っているというのが現状でございます。

○座波一委員 分かりました。

でもこれはハード交付金というこの制度に公共事

業が全て算定がされている状況の中で、どうしても

この今の状況では、市町村の予算含めて地域高規格

道路もやはりそれ以上にこの遅れを取り戻す、ある

いは要求をもっともっと要求どおりに上げたいとい
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うときには、もう今、県の玉がないんですよね。こ

れ非常にジレンマを感じているんですけどね。

そういうふうな議論はこの公共工事検討推進調整

会議でやっているとは思うんですけど、その辺はど

うですか。やはり打つ手がないのか。

○島袋善明土木建築部長 今年度、総務部が中心と

なって令和５年度の予算獲得に向けてそういった調

整会議を実施しているところで、まず、基本的には

一括交付金の確保を目指すということで、これまで

以上に県と市町村が連携して、まずは当然取り組む

と。あわせて、そういったハード交付金、ソフト交

付金以外の予算の活用ということで、先ほど来出て

います各省計上の個別の補助ですとか、あるいは有

利な起債事業、そういったものの活用も含めてとい

うことで幾つか例を申したところでございますので、

幅広に予算要求を行っていこうということで取り組

んできたところでございます。

以上です。

○座波一委員 最後に、資料３－４の27ページの一

番下段のほうに、本部港事故後の公共施設関連工作

物の危険箇所点検、修繕の実施とあります。

これは令和５年の計画ということになるわけだけ

ど、この間、本部町のその事故現場に行ったら、あ

れから改善は進んでないんですよね。状況はどうで

すか。

○呉屋健一港湾課長 港湾のほうでは、港湾維持管

理事業というものがございまして、その中で予算と

しては４億486万3000円を積んでおりまして、維持管

理計画に基づいて修繕や定期点検とかその辺をやっ

ていく予定となっております。

○座波一委員 本部港の工事を踏まえてとあります

からね、この本部港自体はどうなっていますかね。

○呉屋健一港湾課長 本部港については、事故が発

生しました扉については現在、施工を進めていると

ころでございます。

○座波一委員 まだやってないの。

○呉屋健一港湾課長 シャッターの構造に検討を加

える必要があるということで設計時間を要しており

まして、また、なかなか入札ができないということ

もございましたので、現在進めているところでござ

います。

○座波一委員 分かりました。

以上です。

○下地康教副委員長 座波委員の質疑は終わりまし

た。

次に、玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 お願いします。

では、令和５年度の当初予算の予算案の概要説明、

このカラーのやつで、そこからちょっと質疑させて

いただきます。

ページは、５ページ中の４ページで、土木建築部

令和５年度当初予算案のほうでちょっと質疑をさせ

ていただきます。

まずは、首里城復興に関してですけれども、今回

この令和４年度からスタートして、令和５年度から

製作とかが始まってくると思うんですけれども、首

里城復興予算、どのように使われているのか、全体

的な説明をまずお願いいたします。

○知念秀起首里城復興課長 お答えします。

首里城復興課の復興事業としましては、未来基金

事業、寄附金積立て、復旧・復興事業、復興事業、

復興基金事業などがございます。その中で大きなも

のとしては、復興基金事業として、首里城の正殿に

係る寄附金を活用したいろいろな材料調達等、それ

から監修会議運営等、そういった事業が主な事業と

なっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

首里城の復興、もう県民も待ち望んでいて、県と

してもしっかり前に進めている状況にあると思いま

す。

今回、基金が復興基金というもので活用されてい

て、こういったこの復興基金の使い方、例えば県が

今重要にしている龍頭だったりとか、こういった制

作物に関して、県が作って国にお渡しをするという

ことで、世界からの寄附を使って、こういった事業

を進めていると思うんですけれども、どういうふう

に使っているのか御説明をお願いいたします。

発注の仕方だったり、そういったところを御説明

お願いします。

○知念秀起首里城復興課長 制作物等の製作及び監

修に係る件につきまして、契約形態等について御説

明いたします。

首里城復興基金事業製作体制検討業務ということ

で、首里城復興基金事業の監修会議の運営や制作物

の製作及び監修をプロポーザル方式で発注しており

ます。

その中で、委託業者のほうが事務局としてこの監

修会議の運営等を行うという形で、その中で有識者

の委員の監修を受けながら制作物の製作等も行って

いくような契約体系となってございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。

首里城復興基金事業ということで、様々な制作物
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を造る中で、極めて専門性が高いからこのプロポー

ザルで行って、そこが事務局として担っていると。

そこでちょっと聞きたいんですけれども、例えば、

県だったり、この県民の寄附がかかっている以上、

様々な御意見だったりとか、県にも寄せていただい

ているんですけれども、そういった意見、やっぱり

県の要望だったりとか、県民の要望というのは、例

えば専門家の意見というのは反映される仕組みには

なっているんですか。それとも、委託業者が単独で

できるようになっているのか。

○知念秀起首里城復興課長 製作体制等につきまし

ては、委託業者が決めるということではなくて、そ

の監修会議の委員の先生方の御意見を聞きながら、

県のほうでこの監修会議に諮って決めていくと。で

すので、この監修会議に諮る前に、県のほうとして

県民の意見等も伺いながら、いろいろな技術者と調

整を行った上で体制について諮っていくということ

になります。

○玉城健一郎委員 何か、委託ってイメージしてし

まうと、そのまま丸投げになって、そこで業者がや

るというわけではなくて、あくまでその監修会議だっ

たりとか、県と一緒に連携しながら、県と監修会議

の結果を踏まえた上で県民の意見も反映できるよう

な業務委託になっているという理解でよろしいです

か。

○知念秀起首里城復興課長 全て反映できるかどう

かは、いろいろな調整や監修会議の先生方の御意見

もありますので、できるかどうかはまだこれからで

ございますが、こちらとしても精いっぱい反映でき

る分は反映していけるように、いろいろ調整等を進

めていきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

様々な御意見があって、研究者だったりとか技術

者の御意見があるので、県民の意見というのも様々

な意見があるので、それが全部反映されるとは思っ

てはいないんですけど、ただ、やっぱりこういった

県民の多くの意見というのがなるべく反映できるよ

うに広く拾えるような仕組みになってほしいなとい

うことで、この質問をいたしました。

今、この首里城の復興基金の活用に関して県の予

算で行っているということで、国もそうですけど、

県としても地元の産業、地元の技術者だったりとか、

県産材を使うということは方針で示されていると思

います。

そしてまた、今、首里王府ともつながりの深い壺

屋組合のほうも行いたいというお話が出ていると思

うんですけれども、そういったこの首里城の復興基

金の活用に関して、地元の技術者だったり、地元の

製作者を使っていくということに関しての県の考え

を改めてお願いいたします。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り等の製作に

当たりましては、県内の若手人材育成の観点も踏ま

えまして、壺屋陶器事業組合を含みます県内技術者

の活用に向けて検討しているところでございます。

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いいたします。

では、続きまして、同じく住宅費で出ているんで

すけど、公営住宅についてですけれども、まず次年

度でどれだけ入所枠が増えるのかということと、先

ほど予算の中で、公営住宅の入所の人たちが減るの

で予算の減という説明がございましたけれども、そ

こを改めて御説明お願いしていいですか、使用料の

減のほうで。

○仲本利江住宅課長 まず、１、入所枠の増につい

て御説明いたします。

令和５年度は５団地の本体工事が完了の見込みと

なっておりまして、合計で338戸の住戸を供給する予

定となっております。

あと、歳入の減のお話ですけれども、新型コロナ

ウイルスの収入の減によって調定額そのものが減っ

ているというところがございますので、それによっ

て歳入については減の見込みとしております。

○玉城健一郎委員 よく分かりました。ありがとう

ございます。

もう一点ですけれども、昨年から保証人をなしで

入居できるような仕組みになっていると思うんです

けれども、現在、保証人を入れずに契約している入

居者というのはどれぐらいいらっしゃるのか御説明

をお願いいたします。

○仲本利江住宅課長 今年度の４月から、入居時の

連帯保証人を不要としております。令和４年４月か

ら令和５年２月までの保証人なしでの契約の件数は

436件となっております。

○玉城健一郎委員 これは新規で入る人たちなのか、

それとももともと契約しているけれども、変更でき

るってお話がありましたが、この変更をしている人

たちもいらっしゃるんですか。

○仲本利江住宅課長 436件につきましては新規の入

居の方でして、既存の入居者につきましては、令和

４年12月時点でございますけれども、125件が変更さ

れております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。ぜひ、

引き続きよろしくお願いします。
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次の質問に移ります。県の公園の整備についてで

すけれども、県の公園全体を把握しているわけでは

ないんですけれども、現在この授乳スペースとかの

設置状況ってどのようになっているのかということ

と、あと、おむつ替えの設置というのは――トイレ

に設置されていると思いますが、その設置状況とま

た更新の状態というのを御説明をお願いいたします。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

県営公園において、授乳スペースを設置している

公園数と設置数でございますが、９公園のうち３公

園で設置しておりまして、台数が７台となっており

ます。同じくおむつ台を設置している公園数と設置

数でございますが、９公園のうち８公園で設置して

おりまして、台数が35台となっております。

また、これらの設備は指定管理者において定期的

に点検を実施しており、破損など、修繕が必要になっ

た場合、随時対応をしております。

今後も公園施設の更新等に合わせまして、さらな

る設置を検討してまいりたいと考えております。

以上です。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

公園の中で９公園中３公園が授乳スペース設置さ

れているということですけれども、３公園自体――

例えば説明の中で、バンナ公園とかそういった大き

な国立公園ではないですけど、県営公園でも自然公

園的なところは設置が難しいけれども、県総合運動

公園のような子供が集まるような公園の場合は設置

がしやすいというお話を伺ったんですけれども、こ

の３公園というのはどういった公園なのか、一度御

説明お願いします。

○仲本隆都市公園課長 授乳スペースを設置してい

る公園でございますけれども、沖縄県総合運動公園

に４台設置しております。平和祈念公園に２台です。

県営の首里城公園に１台設置して、合計７台という

ことになっております。

以上です。

○玉城健一郎委員 大きな公園に全部設置されてい

て、管理もしやすいというところもあると思うんで

すけれども、どうしても子供がいる家庭とかになっ

てきて、小さな子供を遊ばせる公園だとしたら、ど

うしてもそういった授乳スペースが必要になってく

るので、ぜひ前向きに検討をお願いしたいんですが、

いかがでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 先ほどとちょっと繰り返し

になりますけれども、公園内の施設等の更新に合わ

せまして、設置を検討してまいりたいと考えており

ます。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

次、最後ですけれども、宜野湾浄化センターの改

築更新状況について御説明をお願いいたします。

○上原正司下水道課長 宜野湾浄化センターの改築

状況ですが、現在の老朽化に対応するため、17年度

から新たな水処理施設として４施設の整備を進めて

おり、令和４年度にはそのうちの３施設目の供用を

開始しております。

引き続き４施設目の整備を進め、全施設の供用開

始に向けて取り組んでいるところです。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

今回、この整備の更新改修に当たって、これまで

のこの宜野湾浄化センターと、性能だったりとか、

大きく変わったところはございますか。それとも、

これまでと全く同じような状況なのか。

○上原正司下水道課長 今までの宜野湾浄化セン

ターの処理施設には、１系、２系とありますが、今

回３系を造っておりますが、処理方法としては１系、

２系と変わらない処理方法を行っております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

以上です。

ありがとうございました。

○下地康教副委員長 玉城健一郎委員の質疑は終了

しました。

次に、島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。

私からは、当初予算の27ページからですけれども、

この中で１の産業インフラ整備の港湾整備事業と

ハード交付金のところに係るかなと思うんですが、

その中で、沖縄市泡瀬の東部海浜事業についてちょっ

と聞きたいんですが、１つは、次年度この東部海浜

事業についての予算、どのぐらい計上しているのか

教えてください。

○呉屋健一港湾課長 お答えします。

泡瀬の埋立てのほうの施工に関しては、埋立事業

そのものはハード交付金を用いていまして、道路の

橋梁のほう、それについては社会資本整備総合交付

金というふうになっていますので、まず埋立てのほ

うの予算になりますけれども、泡瀬分としてハード

交付金では１億4352万4000円となります。

○島袋恵祐委員 次年度、その予算を使ってどういっ

た工事、事業をやるのかということを教えてくださ

い。

○呉屋健一港湾課長 今、工事に際しては、主に緑

地ですね。額に応じた施工ということになりますの
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で、あまり大きな海洋の工事というのは難しゅうご

ざいますので、緑地等の造成に充てていきたいと考

えております。

○島袋恵祐委員 ちょっとそこで伺うんですけれど

も、この泡瀬の東部海浜事業ですが、それぞれ国と

県と、また沖縄市それぞれの役割があると思うんで

すけれども、それを改めて確認させてください。

○呉屋健一港湾課長 埋立事業は、国のほうでは中

城湾港の新港地区のほうでしゅんせつを行っており

まして、その土砂処分場として埋立てをしておりま

して、主に国のほうで大半の埋立てを行っておりま

す。

また、県のほうについては、僅かではありますけ

れども、９ヘクタールの部分を県のほうで埋立てを

行っておりまして、造成工事を行い、緑地等の整備

を進めていくと。

沖縄市においては、このビーチ等の、あとは土地

の造成ですね。その後の譲渡を行いまして、民間企

業に売却をしてまちづくり、その辺りを行っていく

という役割分担を行っております。

○島袋恵祐委員 分かりました。

そこで、まずちょっと伺っていくんですけれども、

今、沖縄市議会のほうで埋立用地の用途変更の議案

が提出されているんですけれども、その提出される

までの経緯ですね、ぜひ教えてください。

○呉屋健一港湾課長 お答えいたします。

泡瀬地区の埋立事業においては、沖縄市は平成22年

に策定した土地利用計画が、社会経済情勢の予測が

変化しているとして、改めて平成29年度に社会経済

動向調査を実施しております。その後、令和２年度

に企業の動向も踏まえながら計画案を作成しており

まして、令和３年４月にはパブリックコメントを行

いまして、土地利用計画を新たなものにつくり変え

ております。

これに基づきまして、県は令和４年３月に沖縄市

の土地利用計画案を反映した中城湾港港湾計画の改

定を行ったところでございます。

○島袋恵祐委員 そういう経過で変更を行ったとい

うことですけれども、この現行計画というか、変更

前には、この宿泊施設用地と県が管理する緑地のと

ころの間に道路があったと思うんですけれども、そ

れが変更後にはなくなっているという状況なのです

けれども、それについてはどうしてなのか説明をお

願いします。

○呉屋健一港湾課長 沖縄市のほうで、土地利用計

画ということで見直しをするということで、委員会

等を開きながら、あとパブリックコメント等もいた

だきながら、緑地の前面にあった道路を１本廃止と

いうことにしております。それは、行き来をよりよ

くできる、道路で分断することがないようにという

ことを考えて、このようになったというふうにお聞

きしております。

○島袋恵祐委員 この変更後の図をちょっと見てみ

ると、宿泊施設から直接、緑地、ビーチのほうに行

けるようになっているということであるんですけれ

ども、この当初の予定では、そういった多くの市民、

県民の方がやっぱりこういうビーチも利用してもら

うために道路等も造るという話もあったんですが、

道路がなくなったことによって逆に宿泊者優先、市

民の皆さんが利用しにくくなるんじゃないかという

懸念が市民から出されているんですけど、その辺は

どう考えますか。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように、利

便性を向上させるということで、一般の市民が使い

にくくはなるんではないかという意見も委員会の中

でも出たようでございまして、人工ビーチがある一

定の方々には使われるようなものであってはならな

いということから、改善をしてこの検討案というこ

とで見直しを行ったと伺っております。

○島袋恵祐委員 一定の方だけに使われるというこ

とは、これはもうあってはならないことであります

し、あと、沖縄県の条例でも、この海浜を自由にす

るための条例というものがある中で、一般の人にも

自由に立入りできるように配慮しなければいけない

ということも書いてあると思うんですけれども。確

認です、この条例。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように、海

浜条例がございますので、自由に立入りができると

いうことになりますので、それに併せてといいます

か、臨港道路の突き当りになりますが、もともと道

路があったところの角のほうには駐車場を設けるよ

うな計画になっておりまして、そこからビーチに行

けると。目の前になりますので、そこにも駐車場を

設けて自由に出入りができるようにということで、

計画を考えているところです。

○島袋恵祐委員 一部の人たちしか利用できないと

いうことがあってはならないと思いますし、この緑

地自体も、皆さんとしてはビーチのほかに、いろい

ろな施設をそこに造るということで、計画もされて

いると思います。ただ、この土地用途変更について、

やはり先ほどパブリックコメントも募集したとかと

いう話もあったんですけれども、なかなかやっぱり
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多くの市民とか、そういった団体の皆さんが分から

ない中で決まってしまって、このような状況が出て、

懸念が出されているという状況もあります。

そういったことも考えると、やっぱりこういう意

見表明ができる場というのをもっとつくっていく、

そういう説明会など、そういったものをきちんとつ

くっていく必要があると思うんですけれども、どう

でしょうか。

○呉屋健一港湾課長 この土地利用計画については、

沖縄市が作成するものでありまして、あまり我々の

ほうから、ああだこうだというふうに強く言えるも

のではございませんけれども、流れとしましては、

沖縄市のほうで令和３年４月15日から５月20日まで

の期間中、この東部海浜開発利用計画――当時修正

案に関するパブリックコメントを実施しておりまし

て、それをホームページにおいて広く募集を行った

と聞いております。

○島袋恵祐委員 今まだ事業が途中の段階で、これ

から埋立ても進んで、土地の用途についてもまたさ

らなる議論というものが必要、今後も引き続きやっ

ていくものだと理解していますので、もっとこういっ

た場に市民の声だったりとか、そういう団体の声も

きちんと反映されるような、そういう仕組みづくり

を県としても市と連携してやってもらいたいと思う

んですけれども、再度どうですか。

○呉屋健一港湾課長 土地利用として広く県民に活

用されるよう、目標として、我々も意見交換を行い

ながら事業を進めてまいりたいと思います。

○島袋恵祐委員 あと、もう一つですけれども、報

道等でもありましたけれどもコアジサシの営巣が確

認をされていて、沖縄市として、そのコアジサシの

対策の補正予算も上げているということで今、議論

が進んでいるそうですが、県としての関わりは、ど

のような形で関わっていくんですか。

○呉屋健一港湾課長 泡瀬地区のほうの人工海浜に

ついては、令和５年度末の一部暫定使用に向けて取

り組んでいるところであります。

コアジサシの保全については、人工海浜の管理を

行うこととなっている、沖縄市が発注する鳥類の営

巣に関する業務の中で検討をしていくものと考えて

おります。ただ、県としましても、国とともに実施

している環境監視調査がございますので、その中で

鳥類の動向を注視しながら、環境に配慮しながら事

業を進めていこうと考えております。

○島袋恵祐委員 今、課長からもありましたように、

この人工ビーチのところの一部暫定先行利用も、次

年度ですか、進めていこうということも並行してやっ

ていると思うんですけれども、こういう環境ですね、

そういった動物をしっかりと守っていく。コアジサ

シって、やっぱり希少動物ですよね。そういった影

響をきちんと、環境の影響をなくすことが最優先に

取り組まれることが大事だと思うんです。

コアジサシがきちんと営巣を移すことができるの

かちゃんと確認された上で、こういう人工ビーチを

利用させるということも視野に入れながら、しっか

りと皆さんで連携して取り組んでほしいと思うんで

すけど、どうですか。

○呉屋健一港湾課長 この泡瀬の埋立事業について

は、環境の問題から紆余曲折を経て現状があるとい

うのを十分認識しながら、その辺は環境に配慮しな

がら事業を進めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ＳＤＧｓの観点からも、この環境

を最優先にきちんと取組をしてほしいということを

強く望みたいと思います。

次ですけれども、公園費についてですが、その中

で県総合運動公園の整備について聞きますけれども、

今年度の整備状況は、何を整備しましたか。

○仲本隆都市公園課長 沖縄県総合運動公園の令和

４年度の整備は、陸上競技場における給水管工事、

連絡橋補強工事等となっております。

以上です。

○島袋恵祐委員 次年度はどのような整備をするの

でしょうか。

また、この説明書には大型遊具の改修とも書いて

いるんですけれども、それはどこの箇所なのかも含

めて教えてください。

○仲本隆都市公園課長 令和５年度につきましては、

体育館の床改修工事及び遊具の更新工事等を予定し

ております。

遊具の予定箇所につきましては、インクルーシブ

遊具が設置されているかりゆし広場という広場がご

ざいまして、そちらの遊具が老朽化していることに

伴って更新を行う工事となっております。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。

老朽化も進みながら、改修する場所も必要なとこ

ろということで、常時やっていっているということ

の理解ですけれども、その中で２年前ぐらいですか

ね、テニスコート側にテニスの壁打ちをするところ

が整備されたと思うんですけれども、そこの隣に、

いまだ多くの残土が集積されているんですけれども、

それはなぜですか。
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○仲本隆都市公園課長 令和２年度の壁打ちテニス

コートの工事に伴い、テニスコート周辺において仮

置きした土砂がございましたけれども、そちらにつ

きましては、令和３年度に撤去をしております。

現在は――先ほども今年度の工事内容として御説

明しましたが、連絡橋の補強工事で発生した土砂を

仮置きしております。

こちらにつきましては、今後、準備が整い次第、

土砂を撤去し、当初予定しております植栽等の復旧

を行ってまいりたいと考えております。

以上です。

○島袋恵祐委員 結構な本当に山盛りになって、利

用者からも何だろうというやっぱり声もあるわけで

すよね。

先ほど話したように、テニスの壁打ちコートがで

きたらそこを植栽するということもあったけど、そ

れもまだ進んでない状況というのがちょっと分かっ

たので、やっぱり早めに撤去をして、植栽の事業に

すぐ移行できるようにしっかりやってもらいたいと

思うんですけど、それはどうですか。

○仲本隆都市公園課長 委員のおっしゃるとおり、

準備が整い次第、速やかに土砂を撤去しまして、植

栽等の復旧を行ってまいりたいと考えております。

以上です。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。

次、沖縄都市モノレール輸送力増強事業について

ですけれども、車両３両化及び車両基地の整備とい

うことですけれども、次年度どのようなことをやる

んでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 ３両化事業の進

捗状況ということですけど、現在、３両編成車両の

新造を４編成分、今進めております。そのうち２編

成分が既に納入されておりまして、今後、３両編成

車両の試験運転等を経て、令和５年度内に運行を開

始する計画となっております。

○島袋恵祐委員 次年度も運行開始するということ

で、具体的にいつ頃とか、何月とか、そういったも

のはまだ分からないんでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今のところ、具

体的に何月とか、その時期とかというのは、沖縄都

市モノレール株式会社と検討しているのですが、試

験関係とかがどのぐらい時間がかかるのか、いろい

ろ調整しているので、やっぱり年度内ということで

今、目標を立てて進行しているということになって

おります。

○島袋恵祐委員 年度内以降になるということはな

いですよね。

ちゃんと年度に運行するということは、大丈夫で

すか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 目標として年度

内という形を取っていただいておりますので。

以上です。

○島袋恵祐委員 ぜひ年度内に、早めに運行ができ

るように頑張ってもらいたいんですけれども、３両

編成になるということで、やはりこの駅の構内での

安全対策とかもしっかりとやる必要があると思うの

ですが、その辺の、皆さん進捗はどうでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 駅舎ホームドア

についての安全対策ですけど、乗客が安全に乗降で

きるようにホームドアの開口幅を車両開口幅よりも

広い規格で、３両編成に向けて設置しております。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。

楽しみにしていますので、よろしくお願いします。

最後ですが、これは道路のメンテナンス、街路に

係るのかなと思うのですけれども、渋滞ボトルネッ

クについての事業をちょっと聞かせていただきたい

のですが、今年度の実績と、次年度どのような取組

をするのか教えてください。

○砂川勇二道路街路課長 渋滞ボトルネック対策で

すけれども、令和４年度当初の時点で主要渋滞箇所

が173か所の特定ということでございました。各道路

管理者によって対策工事が実施されておりまして、

令和３年度までの対策によって、今年度主要渋滞箇

所の特定の解除というのが11か所で行われておりま

す。

一応、次年度ということですけれども、次年度は

県道６号線、読谷のほうですけれども、そちらのト

リイアパート前という交差点がございまして、そち

らと、あと県道34号線の大謝名交差点の県道側の渋

滞対策というのを今のところ予定しているというこ

とでございます。

○島袋恵祐委員 着実に事業のこういった実績とい

うのは出ているということで理解はしているのです

が、事業をやった事後の点検というのは僕、必要だ

なというのはちょっと思っています。

１つは、この交差点を広くした関係で、中央分離

帯の十字路のところに、結構広くなったことで右折

した際に、中央分離帯が分からなくて、そこに乗り

上げて事故をしてしまうという、ちょうどその現場

をちょっと私目撃してしまったもので、ちゃんとこ

の十字路で中央分離帯の先のほうに、案内棒という
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のですか、そういったものが多分設置されていなかっ

たと思うので、もしかしたら設置されていたかもし

れないけれども、何か事故か何かで倒れてしまって

なくなっていたということもあるのかもしれないの

ですが、やっぱりそういったところの点検もしっか

りとやる必要があるのではないかと思うのですが、

ぜひやってほしいのですけれど、どうですか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

県は、舗装や区画線、縁石等、道路施設の維持管

理について日常の道路パトロールや点検等により、

劣化状況や修繕箇所の把握に努めているところでご

ざいます。

今御案内のありました中央分離帯の乗り上げ対策

ということですけれども、運転手に構造物を認識さ

せるための反射板の設置は有効であると考えており

ます。事故等により、反射板が破損した箇所につい

ては、予算の中で危険性の高い箇所を優先して修繕

していきたいと考えております。

しっかり対応してまいりたいと思います。

○島袋恵祐委員 私が事故を見たのが、泡瀬の泡瀬

ビジュルの十字路のところで見たので、ぜひ確認し

ていただきたいなというふうに思います。

ぜひその辺の対策もしっかりやってもらうことを

要望して、質問を終わります。

○下地康教副委員長 島袋委員の質疑は終了いたし

ました。

休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時30分再開

○下地康教副委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。

最初に、土木建築部の予算概要から伺いたいと思

います。

午前中も質疑ありましたが、ハード交付金事業に

ついて聞きたいと思います。

概要説明では、前年度比では一応増えている形に

なっていますが、これまでの近年の推移というのは

どういうふうになっていますか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

土木建築部におけるハード交付金は、平成26年度

をピークに、平成27年度以降は減額が続いておりま

したけれども、令和５年度においては約197億円、前

年度比約1.1倍の微増となっております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 ピーク時は幾らで、令和５年度は

幾らですか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

ピーク時は平成26年度当初予算ですけれども、土

木建築部が約612億円となっておりまして、令和５年

度当初予算が197億円ということになっております。

○比嘉瑞己委員 もう３分の１程度になっているわ

けですね。

この影響額がずっと課題になっているわけですが、

これ、市町村からの要求と、県事業もあるわけです

けれども、それぞれどれくらい予算措置できたのか。

午前中、割合が少し出ていたと思うんですけれども、

もう一度聞かせてください。

○新垣雅寛土木総務課長 令和５年度における、土

木建築部におけるハード交付金の配分については、

県事業、市町村事業がおおむね１対１の割合になる

よう配分しております。

市町村からの要求額に対してですけれども、これ

に関しては、土木建築部が試算したところではあり

ますが、令和５年度のハード交付金の市町村分につ

いては要求額のおよそ５割程度の予算措置になって

いるものと考えております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 県の要望額に対しては幾らなんで

しょう。

○新垣雅寛土木総務課長 県の要望額に関しては、

これまで提出してないということになっております。

○比嘉瑞己委員 県事業としてハード交付金は要求

していないでいいんですか。

すみません、ここら辺ちょっと後で整理して資料

として下さい。市町村が要望額幾らで、実際措置さ

れたのは幾らで、５割だと。

県としても多分、要望していると思うんですよ。

それについて、措置できたのが幾らか、この割合を

資料請求したいと思います。

答弁では、市町村にも配慮して１対１になるよう

にということで、県の努力があると思うんですけれ

ども、一方でこの県事業への影響というのが、昨年

も質疑させていただきました。その中で、報得川も

それでなかなか計画どおりできないというのが分

かってきたのですが、こうした具体的な事業名を上

げていくことが大切だと思うんですよ。

皆さん、いろんな分野――道路や街路、公園、公

共下水、河川改修、無電柱化、海岸整備、いろいろ

分野あると思うんですけれども、この中で特に影響

を受けている分野というのはどういうところなのか。
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○新垣雅寛土木総務課長 ハード交付金の減額によ

りまして、道路や街路、あと河川、海岸、下水道、

都市公園など、多くの分野に影響が生じているとい

うところになっております。

○比嘉瑞己委員 私としては――例えばですけど、

この中からちょっと選ばせていただきますけれども、

皆さん計画を持っていますよね、河川なら河川で何

年度にはここまでやりたいとか。それぞれ、道路に

もいろんな分野であると思うんですけど、この計画

の進捗が、特に顕著に遅れが見られるのはどの分野

ですか。全体だとは思うんだけど。

○新垣雅寛土木総務課長 具体的な減額の影響とい

たしましては、例えば、道路事業では工事の遅れな

どによる慢性的な交通渋滞でありますとか、体系的

な交通基盤整備の遅れ、あと都市公園事業や下水道

事業などでは老朽化した施設の改修の遅れなどによ

り、人的・物的被害の発生リスクなど、地域住民の

安全性の確保などへの影響が懸念されているという

ところでございます。

○比嘉瑞己委員 一応、今、予算概要なので大きい

話でいいですけれども。ただこの予算要求の際には、

皆さんは市町村からの要求も受けて、精査しながら

しっかりと根拠を持って予算要求していると思うん

ですよね。そういった中で減額が続いている。この

予算要求の際に、もっと具体的にここの道路がこう

だから必要なんだという説明を皆さんはしていると

思うんですよ。だけど、減額が続いているというと

ころに、議員として納得ができないわけですけれど

も。

結果として、市町村の要求に５割しか応え切れな

い予算措置になってしまう。

この一括交付金、ハード交付金の算定方法につい

て教えてほしいのだけれども、こうした市町村事業

だとか県事業のこの個別事業でちゃんと内閣府のほ

うは算定されているのか、それとも総額として算定

されているのか、どういった仕組みになっているん

ですか。

○新垣雅寛土木総務課長 国のほうでは、必要とさ

れている事業などを勘案して予算を措置していると

いうところでございます。

○比嘉瑞己委員 もうこれは議会の答弁で繰り返し

皆さんもお話ししていますけど、勘案してって言う

のだけれども、どこまで勘案しているのかというの

が、私たちのところからは見えないのです。

この個別一つ一つ、市町村の要望一つ一つを勘案

しているかというのは、皆さんとして確認できまし

たか。

○新垣雅寛土木総務課長 国のほうとしては、必要

な所要額を措置したというような回答しかちょっと

得られていないというところで、個別具体的な事業

について、どこということは言ってはいないという

ところになっております。

○比嘉瑞己委員 部長にお聞きしたいのですけれど

も、やっぱりこれずっと課題になっていますよね。

皆さん、減額が続く中で、ほかの方法で、各省庁計

上でやったりとか工夫するのはすごく評価できると

思うのですが、ただ一方で、本来であればこの補助

率の高い一括交付金で充てたほうが、絶対沖縄にとっ

て有利ですよね。やっぱり、そういう立場でしっか

りとこの一括交付金を獲得していくためには、国の

この算定の在り方、こんなブラックボックスみたい

なやり方だと到底納得できませんよ、県民としては。

だからこの、基地と振興策リンクしているのか、し

てないのかという議論が続いていると思うんです。

やっぱり、本来はこの沖縄の自主性が尊重される

という目的でつくられた一括交付金ですから、もっ

とこの個別事業内容を精査してもらって、その上で

課題があるんだったら言ってもらって、それを克服

していくという県の努力もできると思うのですが、

このハード交付金の算定の仕方、また沖縄県の予算

要求の仕方、今後工夫が必要だと思うんですけど、

いかがでしょうか。

○島袋善明土木建築部長 県の一括交付金、ハード

とソフト両方ございますけれども、これが通常の予

算とは違っていて、いろんな、例えばハード交付金

でいうと土建部、教育庁、いろんな病院だったり、

それぞれが持ち寄った数字をトータルとして県と総

務部が所管して、トータル額を要望額としてやって

いるところでございます。

国としては、やはり一括交付金のこの性質上、性

格上、どうしてもプールの予算の中で、基本的な配

分は県ですよねというところがございます。その辺

で今、通常の補助金の要望とは違って、例えば具体

的にどの路線、どの河川――一括交付金ができる以

前であればそれぞれにひもづいていますので、それ

ぞれの具体の路線の説明をして、以前は――10年前

は行っていました。ところが、先ほど申したとおり

一括プール化されていますので、あくまで総額を要

望して、中身の配分は県ですよねというのが今現在

のスタンスだと思います。

ですから、比嘉委員御指摘のとおり、それぞれを

積み上げてうまく説明というんですか――代表的な
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事例を挙げて、例えば道路はこの辺が困っています、

河川は浸水被害がありますと、そういったポンチ絵

みたいなのを作って、そういった参考資料としては

提出をさせていただいているんですけれども、やは

り先ほど申し上げたとおり、予算の仕組み自体がそ

ういうプールの予算だということが現状でございま

す。

○比嘉瑞己委員 そこに課題があると思うんですよ

ね。

その一括交付金がたくさんあるときはそれでよ

かったけれども、これだけ減額していくと、少なく

なって選べる選択肢がなくなっていくという意味で、

プール制の弊害が出ていると思います。ここは引き

続き、全庁的に研究していただきたいと思います。

今、資料を示しましたけれども、県営住宅の建設

費について伺いたいと思います。

これもハード交付金なんですが、減額となってい

ます。減額の影響で、この団地の整備計画の影響は

今どうなっていますか。

○仲本利江住宅課長 お答えします。

県営住宅整備費が減になっておりますが、これの

主な要因としましては、ハード交付金の減額ではな

くて、各省計上の個別補助金で行っている事業での

減となっております。その理由でございますが、２つ

の団地の本体工事が令和４年度の予算で完了すると

いうことに伴って減額となっているというところで

す。

ハード交付金については、前年よりも増となって

おります。

○比嘉瑞己委員 では、今後の整備計画について聞

きたいんですけど、新築や改築、増築等の計画を教

えてください。

○仲本利江住宅課長 県では沖縄県公営住宅等ス

トック総合活用計画というものを策定しておりまし

て、その計画に基づいて令和３年から令和12年度の

計画期間において、個別の団地ごとに建て替えか、

改善か、維持保全かというふうに分類をしまして事

業を進めているところであります。

その計画の中で、20団地を改築する予定となって

おりまして、令和５年度の予算の中では12団地の事

業を実施する予定となっております。

○比嘉瑞己委員 この令和12年度までの計画の中で、

新築の計画はないんですか。

○仲本利江住宅課長 県営住宅は老朽化した住宅が

多数ございまして、復帰後、昭和47年から急速に整

備しております。

今の県営住宅の過半を超える団地がもう昭和の時

代に建設されているというところもありまして、そ

のときに大量に建設した住宅の改築や改修というも

のが今、喫緊の課題となっておりますので、それを

優先的に整備しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 老朽化への対応を優先するという

のは大切だと思うんですけど、一方でやっぱり新設

というのも私、同時にやるべきだと思うんですね。

県内のこの県営住宅の応募率は、全国比でどうで

すか。

○仲本利江住宅課長 令和４年度の沖縄県の応募倍

率は5.9倍となっております。

一方、全国では、これは令和４年度の数値ではご

ざいますが、3.3倍となっております。

○比嘉瑞己委員 やっぱり全国と比べても高い、県

民所得も低い県ですから、この公営住宅のニーズと

いうのはあると思うんです。このハード交付金が減

らされてはいないといっても、やっぱり積極的に活

用して、この公営住宅の計画もつくっていただきた

いと要望したいと思います。

続いて、この県営住宅の使用料になるんですかね、

家賃のほうなんですけれども、今この未収金等収納

率の状況を教えてください。

○仲本利江住宅課長 県営住宅の使用料の未収金に

つきましては、年々減少しておりまして、令和３年

度の未収金額は約４億4374万円となっておりまして、

令和２年度と比較しまして、約5295万円減少してお

ります。

収納率につきましては、令和３年度の現年度分の

収納率は99.2％で、全国平均の98.9％を上回ってお

ります。

○比嘉瑞己委員 皆さんの努力もあって未収金も

減ってきているとはいっても、やっぱり４億円とい

うのは大きいと思うんですよね。一層頑張っていた

だきたいと思います。

ちょっと伺いたいのですが、今このコロナ禍にお

いて、幾つか相談が来ているんですね。特に、事業

主さんが、そのコロナの支援金だとか、協力金を受

けたと。だけど、これが収入算定されてしまって、

県営団地の家賃に反映されてしまった、もうすごく

高くなっているという相談があるのです。

一方で、国のほうでは、このコロナの協力金とか

というのは除外できるというふうに通達も出ている

みたいですけれども、そして県営住宅もこの４月以

降、今、家賃ちょうど決める時期だと思いますが、

このコロナ給付金を除外していくという対応を、や
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るべきだと私は思うのですが、県の対応をお聞かせ

ください。

○仲本利江住宅課長 県営住宅の令和５年度の家賃

につきましては、令和３年の収入に基づいて算定し

ております。

しかし、コロナウイルス対策の各種給付金の受給

により一時的に収入が上がった入居者につきまして

は、家賃に対する意見申出書や収入再認定の申請が

ある場合に、給付金の受給を証する書類や令和４年

度の確定申告によって家賃を再算定することを今検

討しております。

○比嘉瑞己委員 これ、県がやるかやらないか決め

られるわけですよね。

今検討中というのは、やる方向での検討でよろし

いのですか。

○仲本利江住宅課長 今、一応やる方向で検討して

おります。

○比嘉瑞己委員 今ちょうど確定申告の時期で、事

業者の皆さんも大変だと思うのです。だけど、もし

自分が対象になると分かったら手続をしたいと思う

のです。でももう３月に入っていて急がれると思う

のですが、この周知の方法についてはどうでしょう

か。

○仲本利江住宅課長 具体的な対応方法につきまし

ては、指定管理者と早急に調整を行いまして、早め

に対応をして周知をしていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 万が一３月中に間に合わない場合、

４月に申請、あるいは５月、６月ってなった場合は

どうなるのですか。

○仲本利江住宅課長 その辺につきましても、指定

管理者と調整して検討していきたいと考えています。

○比嘉瑞己委員 これは途中の申請でも、その翌月

の家賃には反映できるのですか。

○仲本利江住宅課長 その辺も含めて、ちょっと検

討したいというふうに考えております。そのために、

なるべく３月の早い時期に対策を取ってまいりたい

と考えております。

○比嘉瑞己委員 ベストは、３月に皆さんが申請す

れば一番いいのですが、ちょっと心配なので確認し

ました。

これ県営住宅の話ですけれども、一方で市営住宅

や町村の住宅も対象だと思うのです。県内の自治体

にも、こういうふうにできるんだよというのをやっ

ぱり県として知らせていくべきだと思うのですけど、

いかがですか。

○仲本利江住宅課長 この取扱いについては、各事

業者に任されているところもございますので、それ

ぞれ自治体において倣ってくると思います。

ただ、県がこういう対策を取ったということは、

市町村に対しても周知を行っていきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 ぜひ情報提供をお願いしたいと思

います。

最後に、中城湾港の使用料の問題についてちょっ

とお聞きしたいと思います。

決算特別委員会で質疑をさせていただきました、

その港湾施設を無許可で使用する案件があったと思

います。そのときは、県がちゃんと中身調べて対応

をしたい、条例にのっとって対応したいと言ってい

ましたが、その後はどうですか。

○呉屋健一港湾課長 決算特別委員会以降の動きに

なりますけれども、その後の進捗ということでござ

いますが、北部土木事務所において現場聞き取り確

認を行いまして、使用期間と使用面積などの事実関

係を整理しております。

その結果、令和４年の11月15日に、使用料相当額

として481万203円を請求しております。それで納付

があったところとなっております。

○比嘉瑞己委員 無許可で使用していたために、こ

の過料としてちゃんと徴収したということだと思う

のですけれども、一方で、その過料だけでなくて、

この行政罰、過料になるのかな、これはちゃんと徴

収できたと。

この料金だけじゃなくて、それとは以外に行政罰

というのはあるのですか。

○呉屋健一港湾課長 我々が納付していただいたの

が損害賠償請求ということで、使用料に相当するも

のでございます。

○比嘉瑞己委員 ほかに行政罰というのはないので

すか。

○呉屋健一港湾課長 港湾施設を使用する場合には、

沖縄県港湾管理条例第７条に基づき使用許可を受け

ることとなっております。許可を受けずに使用した

場合には、同条例の第33条に基づいて５万円以下の

過料に処するとなっております。

○比嘉瑞己委員 港湾の適正な管理に努めていただ

きたいと思います。

終わります。

○下地康教副委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終了い

たしました。

次に、崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 土木建築部内の歳出予算の３ペー

ジの中から伺いたいと思いますが、この土木建築部
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内の会計年度任用職員の人数と、それから総人件費

と役割を聞かせてください。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

令和５年３月８日現在ですけれども、土木建築部

の会計年度任用職員数は193人となっております。

また、会計年度任用職員の人件費の関連予算額は、

令和５年度当初予算ベースですけれども、５億3997万

5000円となっております。

また、役割についてですが、会計年度任用職員等

の任用手続の手引におきまして、県の会計年度任用

職員の職務は、文書収受業務や発送業務などのマニュ

アルに沿って対応可能な定型的な業務及び特定の知

識、経験に基づいて行う正規職員の補助的な業務を

予定しているとされているところでございます。

以上です。

○崎山嗣幸委員 この中で、今回３年目で任用期間

が終わる会計年度任用職員のうち、再度、４年目に

継続予定者の人数というのは把握されていますか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

今現在193人の会計年度任用職員のうち、任用期間

が３年目となる職員は123名おります。

各所属において次年度の公務運営に支障が生じな

いよう、会計年度任用職員の任用については平等取

扱いの原則でありますとか、成績主義の下、客観的

な能力実証を経て判断しておりまして、現時点にお

いて４年目となる任用予定者数は123名のうち59人の

予定となっております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 この総人件費５億円の中で、１人

当たりどのぐらい平均賃金をもらっていますか。

○新垣雅寛土木総務課長 具体的な金額はちょっと

持ち合わせていないので示せませんけれども、一般

的にはその行政級の主事級の賃金を支給していると

いうところになっております。

○崎山嗣幸委員 59名が３年から４年目に希望して

いるということなんですが、経験と実績というのを

積んでおりますが、４年目に向かう方についての継

続的な評価というのか、土木建築部の中において先

ほど定型文書とか専門的なこともあると思うという

ことがありましたが、継続することに関する評価と

いうのはどう考えていますか。

○新垣雅寛土木総務課長 採用に当たりましては、

先ほど申しましたが、平等取扱いの原則であります

とか、成績主義の下、客観的な能力実証を経て判断

をしているというところから、このような評価の下

で引き続き採用に至るものというふうに考えており

ます。

○崎山嗣幸委員 これ総務部のほうで、会計年度任

用職員の１年、会計年度２回連続で来て、３年で切

れると。あと、４年目は応募できるということで切

り替えているんですが、そういった方々の効果とい

うのか、実績というのか、59名の方々が希望するこ

とについてはやっぱり従来と変わった形だと思うの

で、部内においてもぜひこれを、条件の整備をお願

いしたいと思っています。

次、行きます。部局別予算資料の27ページの安全

・安心事業の中で通学路緊急対策がありますが、そ

こから伺いたいと思います。

新年度の整備予定の箇所、場所はどこかを聞きた

いと思います。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県は令和３年度に実施した通学路緊急点検結果に

基づき、対策が必要な箇所について、令和５年度か

ら新たに国土交通省の個別補助として交通安全事業

の通学路対策の実施を予定しております。

具体的な箇所として、名護市の県道13号線や粟国

村の粟国港線等を予定しております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 これはどういった事業なんですか。

この通学路の緊急対策についての手法は、歩道な

のか、歩道の整備なのか、交差点の改良なのか、具

体的にはどんな工事なんですか。

○下地英輝道路管理課長 整備内容については、緊

急点検結果に基づいて、歩道がないところに歩道を

設ける必要があるのではないかと。あと、標識であっ

たり、路面表示であったり、カラー舗装であったり、

歩道の設置から細かい施策ができるという内容に

なっております。

○崎山嗣幸委員 私はこれを見て、多分に、都市部

――那覇市内とか、特に道路の幅員がないとか、歩

道がないところや、あるいは陸橋の水たまり。その

他交通量が多くて坂道から車がスピード上げてくる

道路とか、あと電柱があって車が交差できないとこ

ろの箇所、そういったところを都市部の中において

点検をして、子供たちの通学路が安全で安心できる

ようなところにするんじゃないかと思ったんだけど、

これ今言った特定の名護と粟国ということだったん

ですが、都市部におけるそういった箇所を点検して、

子供たちが通学するときに安全・安心に通れるよう

な道路の整備というのか、するということは別建て

の予算なのか、ここでは考えていないのか、もう一

回聞かせてもらいたいと思います。
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○下地英輝道路管理課長 今回の事業は、平成３年

６月に千葉県八街市で発生した交通事故を受け、国

土交通省、文部科学省及び警察庁が連携して通学路

における交通安全を一層確保する取組として、通学

路緊急合同点検を県内全市町村において令和３年

９月までに実施したところでございます。同点検は、

各小学校または教育委員会において指定された通学

路を対象に学校、ＰＴＡ、道路管理者、地元警察署

及び自治会などで構成する推進体制により実施した

点検でございます。

今後も合同点検を継続して実施することとなって

おります。

○崎山嗣幸委員 では、那覇市内は至るところに今

言ったようなことがあるのだけど、那覇市内の点検

については問題点は出てないんですか。

○下地英輝道路管理課長 那覇市の部分についてお

答えしますが、那覇市については、県の管理道路で、

全部で７か所出ておりまして、令和４年度でハード

交付金とか県の単費を使って、７か所のうち５か所

を今年度対応するということでございまして、あと

残り２か所は令和５年度の補正や令和６年度の対応

で予算要求していこうということで計画しておりま

す。

○崎山嗣幸委員 ７か所と５か所、場所を教えてく

れますか。

○下地英輝道路管理課長 城東小学校の付近で２か

所、あと城西小学校１か所、小禄小学校で１か所、

高良小学校で１か所、仲井真小学校で１か所、さつ

き小学校で１か所ということで、全部で今７か所、

点検結果で上がっております。

○崎山嗣幸委員 これぐらいのっていっぱいありま

すけれど――これはもうここで議論するのはやめま

すが、本当であるならば、この７か所だけじゃなく

て、もっと危険度の高いところってあるので、もっ

とこれを綿密に点検したほうがいいと私は思います、

学校単位ごとにね。これも要望して終わっておきま

す。これは計画の中ね、それに入ると聞いています

ので。

そういった意味では、私が点検したところでも――

古波蔵校区なんだけど、ここ電柱通りもあったり、

車も通れないところとか、それから全く歩道がない

箇所があるんだけど――ここで言うわけにはいかな

いけれども。ぜひ皆さんが点検をしてもらいたいと

いうことで要望をしておきます。

次、行きますね。

それと先ほども出ていましたが、首里城の復興基

金事業の中で――これは当初予算説明資料の中から、

37ページですが、この首里城正殿の龍頭棟飾りの復

元について聞きたいと思います。この壺屋陶器事業

組合のほうから、今年の２月ですか、首里城再興研

究会と話合いをして、監修事業が立ち上がった段階

であり、白紙の状態で決まってないと返答があった

ということなんですが、しかし、もう既に県外業者

に土作りや窯作りの準備をしていたのではないかと

いうことで、不信感があるということだったんです。

これは実際のところについては、２月にまだ決まっ

てないと言っているけれども、決めてあったのでは

ないかということに対する不信感については、事実

関係はどうなのか明確にしていただけますか。

○知念秀起首里城復興課長 お答えします。

龍頭棟飾りの製作についてでございますが、現在、

令和４年度では石膏原型などの芸術的な造形部分の

製作作業のみを行っておりまして、いわゆる焼き物

に関する部分といいますか、陶土型起こしをはじめ

とする焼き物部分につきましては、まだ製作体制は

決まっておりません。

次年度製作体制を決定した後にその製作に取りか

かっていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 決まっていなければ決まってない

で、そういった信頼関係について不信感があったら

困るので、これは明確にしていただければと思って

います。

それから、この壺屋の組合のほうから、歴史、伝

統ということを生かすという意味では、自分たちも

技術的な責任と自信があるということを言っている

のですが、これは、ぜひこの焼き物を、この龍頭棟

飾りを造るために関わらせてもらいたいということ

に対する事業組合の技術というのか、この辺は、県

としてはどういうような評価をしているかどうか伺

いたいと思います。

○知念秀起首里城復興課長 首里城復興課のほうで、

そういった壺屋組合さんにどういった技術力がある

のかないのかといったことを把握できているわけで

はございませんので、やはり、しっかり壺屋組合さ

んやその他の技術者と一緒に話合いをして、どういっ

たことだったらできるのかをしっかり話し合って、

できる部分についてそれぞれやっていただくような、

そういう調整を今やっているところでございます。

○崎山嗣幸委員 壺屋事業組合のほうは、本当に歴

史と伝統があって、しっかりこの製作をした焼き物

の実績もあるわけだから、これはしっかりと高く評

価すべきだろうと私は思っていますので、ぜひ関わ

らせることを含めて、検討をお願いしたいと思いま
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す。

それから、知事が2021年９月議会で発言をされた

と言われるように、伝統技術は積極的に使って、壺

屋事業組合を含む県の技術者による製作に向け、国

と連携し検討したいということで報道もされていま

したけれども、この知事の考え方は、今言われてい

る龍頭棟飾りの焼き物は、沖縄の技術者の伝統的な

技術を使って、それをぜひ造らせたいと、国として。

そういう考えは、知事の考えと、今皆さんの言って

いる考えとは一致しているんですか。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り等の製作に

当たりましては、県内の若手人材育成の観点も踏ま

えまして、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者

の活用に向けて検討しているところでございます。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、知事の思いは、

素直にその表現を受け取るならば、やっぱり県内の

技術者、職人が造った首里城の――やっぱりそこに、

復元に生かしていきたいという思いだろうと私は思

うので、さっき言った監修会議の中で審議をしてい

るところもあると思うので、これを生かせるように

やっぱり議論を、しっかり声を聞いてやっていただ

きたいということで、これ要望しておきたいと思っ

ています。

それから、最後になりますが、部局別予算の海岸

防災課の所管の27ページなのですが、県の辺野古の

埋立て変更承認申請について伺いたいと思います。

21年11月25日ですか、防衛局の変更申請を県は不

承認にしましたが、それから国土交通大臣が裁決不

承認、処分取消しして、変更申請の承認書を出して

おりますが、これを県は関与取消しを起こしている。

これが、来る３月16日、福岡那覇高裁で裁決される

ということなんですが、県としてはこれまで主張し

てきた正当性、そして今度来る判決に対する見通し

はどう考えているかどうか聞かせてもらいたいと思

います。

○前武當聡海岸防災課長 委員がおっしゃるように、

来週３月16日に判決の言渡しが予定されているとい

うところでございますので、現段階では、その判決

に関してお答えすることはちょっと差し控えさせて

いただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 もう一回。委員長、すみません、

聞こえないんですけど。

○下地康教副委員長 もう一度発言してください。

○前武當聡海岸防災課長 お答えします。

来る来週の16日に判決の言渡しが予定されている

というのは、我々も把握しているところでございま

す。

これまで、公有水面埋立法の審査基準に照らし合

わせて我々審査をして、県の正当性等を主張してき

ているところでございますので、そういった主張を

継続してきたというところでございます。

○崎山嗣幸委員 県がこの間、不承認にした理由の

中で軟弱地盤、これが最深部90メートルの域で、地

盤改良をしても現在の技術では70メートルしかでき

ないと。それから、残された20メートルに対し、力

学的試験がされてないということで、県はこういっ

た地盤の安定性、不確実性について問題があるとい

うことで県は指摘をしたんですが、この県のそうい

う主張に対して、防衛局側は、こういった軟弱地盤

で十分できるという反論はどんな形にしてきたのか

を紹介してくれますか。

○前武當聡海岸防災課長 県が行った不承認処分の

後に、審査請求が行われております。その中で、国

のほうが審査をしておりまして、その中で国として

は実績があるというところと、あと国外での試験事

例があるということの形で可能だという意見を述べ

ていたというふうに記憶しております。

○崎山嗣幸委員 防衛局の主張と県の考え方が違う

わけですので、ぜひ県がしっかり、こういった70メー

トルしかできないものを90メートルまでするという

ことについては不確実性だと、これが正当に評価さ

れる裁判を期待したいと思いますので。裁判の結果

によってはいろんなところに波及すると思うので、

これから言われている漁業権の問題も結果的に裁判

に勝つことによって、漁業権が失われないことも含

めて起こってくると思うので、ぜひ県の主張性が、

正当性がぜひかなうようなことを含めて、皆さんの

立ち位置を今後しっかりしてもらいたいということ

で終わります。

○下地康教副委員長 崎山嗣幸委員の質疑は終了し

ました。

新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは質問いたします。

今、総務部管財課で行っている公共施設マネジメ

ントの推進事業ということで、土木建築部には関係

なさそうな問題ではあると思うのですが、これは土

木建築部がしっかりやっていかないといけない事業

だと思っています。

そこで、公共施設マネジメントとは何か、そして

土木建築部がどのように関わっていくか、ちょっと

説明をお願いいたします。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。
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総務部のほうで所管しております公共施設マネジ

メント推進事業では、沖縄県公共施設等総合管理計

画に掲げている長寿命化を推進するモデル事業とし

て、大規模改修事業及び緊急修繕、あと予防保全、

機能改善を目的とする緊急修繕等事業に係る経費が

計上されているというところでございます。

このうち、土木建築部が所管する施設の緊急修繕

等に充てられる令和５年度当初予算額は9642万円と

なっております。

以上です。

○新垣光栄委員 そこで、先ほども公共投資的経費

が減らされていく中で、そしてまた予算が大幅に削

られていく中で、やはり新たな事業も必要ですけれ

ども、今ある施設をしっかり活用しないと、今後、

公共施設の更新問題ということで今、大きな社会問

題になっていると思いますけれども、そこで先ほど

も言われたように、長寿命化等で予算措置が取られ

ていく中で、橋梁とか道路等の管理に関して、新技

術の導入によってこの効果を延ばしていく、長寿命

化していくということが今言われているんですけれ

ども、県はどのように取り組んでいるのかお伺いい

たします。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

橋梁や道路等の公共施設の維持管理に当たり、点

検や診断、また更新工事等においては、新技術や新

工法等を導入することは、効率性であるとか、トー

タルコストの低減、より長寿命でメンテナンスしや

すい設計などに有効であるものと認識しております。

土木建築部としても、引き続き新技術の導入に取

り組んでいきたいと考えているところでございます。

○新垣光栄委員 以前からその提案に対して取り組

んでいくということだったんですけど、新技術の導

入を今どの程度取り組んでいるのか。

やはり、担当としては大変なんですよ、新しいこ

とをやるということで。でも、もうやっていかない

といけないところまで来ていると思いますので、よ

ろしくお願いします。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

道路施設の維持管理においては、新技術の導入は

コスト縮減効果の観点から必要であると考えており

ます。

今年度は、ドローン等の新技術を活用した橋梁点

検を実施しているほか、新技術導入の検討を加えた

沖縄県橋梁長寿命化修繕計画の改訂に取り組んでい

るところでございます。

○新垣光栄委員 そこで、この維持管理に関しては、

予算が、どうしても平準化しておかないとなかなか

維持管理はできない事業だと思っています。

その事業費の平準化というのは、どのように考え

ておりますか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

県では、沖縄県公共施設等総合管理計画を平成28年

度に策定し、公共施設等の長寿命化などによる財政

負担の軽減や平準化に取り組んでいるところであり

ます。

土木建築部では、所管する土木施設や建築物など

の公共施設について、定期的な点検を実施し、長寿

命化計画等に基づき、着実な修繕、更新等を図るな

ど、維持管理に係る予算の確保と平準化に取り組ん

でいるところでございます。

引き続きコストの縮減に努めつつ、新技術や様々

な制度等を活用し、維持管理、更新等を推進してま

いりたいと考えております。

以上です。

○新垣光栄委員 それでは、今お送りしたこの予算

書の中から１つずつ質問させていただきます。

先ほどもありましたように道路関係、社会資本整

備総合交付金とか、今、沖縄振興公共投資交付金等

を活用して道路関係の仕事というか事業が進んでい

ると思いますけれども、今どの程度、那覇北中城線

等が進んでいるのかお伺いいたします。

○砂川勇二道路街路課長 社会資本整備総合交付金、

いわゆる社総金で実施しています那覇北中城線です

けれども、沖縄本島中南部を縦断する主要地方道で

ございます。そのうちの幸地－翁長工区につきまし

ては、那覇市の石嶺市営住宅付近から、西原町の坂

田交差点までの約２キロメートル区間の整備を推進

しているところであります。

進捗率ですけれども、令和４年度末の事業費ベー

スで約53％となる見込みでございます。

今後とも所要額の確保に努めて、早期供用に向け

て取り組んでいきたいと考えております。

○新垣光栄委員 そして、今、浦添西原線――県道

38号線、そして、交付金はまた別なんですけれども、

中城近くの南上原までやっていただいて本当に感謝

いたします。

その中で、もう西原で止まってしまっているんで

すよ。そこで、中城村、北中城村からも要請がある

と思うんですけれども、県道29号線のさらなる拡張

の延伸の要望があると思うんですけど、どのように

捉えておりますでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 那覇北中城線の中城区間、
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北中城までということだと認識しておりますが、ハ

シゴ道路ネットワークでの南北軸というのは、一応、

沖縄自動車道と58号と329号となっておりまして、こ

の那覇北中城線については、縦の軸としてはまだ指

定になっていないという状況でございます。

ただ、交通量が増えているのは認識しておりまし

て、区画整理で造った２車線の道路だと考えており

ますが、そちらにつきましては、今取り組んでいる

那覇北中城線、浦添西原線、その辺りの進捗を踏ま

えて、状況を見ながら検討していくものだと、課題

であると考えております。

○新垣光栄委員 しっかり検討をしますと言ってい

ますので、ぜひ調査費をつけていただいて、しっか

り検討していただきたいと思います。よろしくお願

いします。

次、治水も含めてなんですけど、土砂災害でも今、

当間地区とか東海岸一帯の土砂災害地区地滑り等は

本当にもう精力的に取り組んでいただいて、だんだ

んよくなっています。

そこで、当間地区の地滑り対策、治水対策として

今どのような進捗状況であるか、よろしくお願いし

ます。

○前武當聡海岸防災課長 中頭東部地滑り地区では、

当間地区を２つに分けて実施をしております。

まず、当間地区地滑り対策事業というのを行って

おりまして、こちらは平成29年度から事業は行って

いるところでございます。令和２年度末時点の事業

費ベースでの進捗率が39％というところでございま

す。

あと、もう１地区、当間２・３・４地区というの

がございます。こちらも平成29年度から事業に着手

しております。こちらも、令和２年度末時点の事業

費ベースの進捗率としまして3.4％というところでご

ざいます。

○新垣光栄委員 どうしても、東海岸一帯は地層の

関係で地滑り等が発生しますので、その辺、沖縄市

含めて佐敷辺りまで調査をしながらしっかり進めて

いただきたいと思います。

その治水対策に関連して、今、小波津川の工事を

させていただいております。そこで、西原町からの

要望があった、デイゴの花を残しながらの治水対策

です。本当に皆さんが頑張っていただいて、ほとん

どもう氾濫はなくなっています。大分工事も進んで

町民も喜んでいますけれども、このデイゴを残して

くれということであったんですけど、今年の事業に

反映されているのかどうかお伺いいたします。

○波平恭宏河川課長 小波津川のデイゴにつきまし

ては、地域からの要望を受けまして、今現在このデ

イゴの並木を残す方向で、河川の法線ですとか、あ

と計画を変更した上で、残して、さらに景観にも配

慮した計画に変更するべく、現在検討をしていると

ころでございます。

○新垣光栄委員 検討をやっていただいているのは

ありがたいんですが、予算組みとしては今年には入っ

ていないのか。

もう予算としても入っていますか。

○波平恭宏河川課長 今年度の予算で設計業務を

行っているところでございます。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。よろしく

お願いします。

次、海岸関係――伊佐そして水釜海岸です。

これ、台風で相当護岸が壊れて、緊急的に頑張っ

ていただいた業者等もいると思うんですよ。そこで、

そういう――川平とかもあると思うんですけれども、

そういう台風で傷んだ護岸の改修とか対応がやはり

緊急的な部分になったりしますので、そういった緊

急的な対応を備えておかないと、業者と契約してお

かないといけないと思っているんですけど、その辺

はどういう状況になっているかお伺いいたします。

○前武當聡海岸防災課長 台風等の被害が発生した

場合に、各土木事務所のほうで海岸巡視をしながら、

海岸保全施設の巡視を行っておりますので、被災状

況を確認して、海岸の維持費等、予算を措置してお

りますので、そういったもので充当して手だてをし

ているという状況でございます。

○新垣光栄委員 そういった水釜海岸の場合もそう

だったんですけれども、緊急に対応していただいた

業者、やはりある程度、表彰なり、発注にある程度

そういったメリットがあるような、メリットって言っ

たらおかしいんですけれども、そういう表彰を行っ

て入札に参加していただくとか、そういったのもぜ

ひ必要だと思っていますので、緊急に対応した業者

さんというのはやっぱり大切にしてこれから育てて

いっていただきたいなと思っていますので、よろし

くお願いいたします。

それにプラスして、今、中城、北中城で熱田久場

地区の海岸整備に関して、護岸整備に関して要請が

上がっていると思うのですけれども、どうでしょう

か。

○前武當聡海岸防災課長 今、委員がおっしゃって

いるのは中城村久場から北中城村熱田に至る護岸の

ことだと思いますが、そちらは琉球政府時代に築造
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されたものになっておりまして、過年度に施設の点

検、健全度評価を行っておりまして、老朽化の状況

等を今確認しているところでございます。

県としては、両村と意見交換、連携を図りながら

今後の対応を検討していきたいというふうに考えて

おります。

○新垣光栄委員 しっかりよろしくお願いいたしま

す。

次、公園事業ですね。

今、中城公園の駐車場整備が行われています。私

たち中城村でも取付道路を整備して、もう中城公園

まであと50メートルぐらいになっております。その

取付工事が、県がやれば、中城、北中城の両村を含

めて県営公園も活用できるようになると思うんです

けど、その辺の事業をどのように今進めているのか、

今年の予算に反映されているのかお伺いいたします。

○仲本隆都市公園課長 今おっしゃられた駐車場の

整備につきましては、令和５年度から整備に着手す

る予定となっております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。

続きまして、無電柱化の事業推進についてお伺い

いたします。

この事業内容、特定財源のほうがあるんですけれ

ども、それは電力のほうの負担ということで考えて

よろしいでしょうか。

今56ページ。皆さんのほうにアップしていってい

ると思うんですけれども。

○下地英輝道路管理課長 無電柱化におきましては、

電線管理者から建設負担金ということで、無電柱化

に伴い電線共同溝の建設により支出を逃れる部分に

ついてはその辺、投資額を勘案して算出して、負担

金としていただいているというところでございます。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から質疑内容の詳細に

ついて説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

下地英輝道路管理課長。

○下地英輝道路管理課長 特定財源は、電力からの

建設負担金となります。

○新垣光栄委員 今、電力が、この特定財源を見て

いただいても分かるんですけど、本当、予算額から

すると10％程度なんですよ。

それでいて、昨日も呉屋宏委員長のお父さんの告

別式へ行ったら、本当に雑草もないし、松もすばら

しく剪定されておりました。本当にもう、課長あり

がとうございます。

そういった景観がよくなっていく中で、電柱が西

普天間においてまた立ち始めているんですよ。本当

にこれ、せっかく土木建築部が一生懸命に頑張って

景観をやっていく中で、電力は電柱を立てて、こう

いう予算が10分の１ぐらいの予算で進むのであれば、

本来地中化しないといけないと思いますよ。ガスも

空気ですよ、地中化は難しいですよ。水道も水です

よ、それを地中化しているわけですよ。

電線というのは、道路上のものを地中化するとい

うことは簡単なことだと思いますよ。それを、地中

化できないということはもう恥ずかしい話だと思う

んですけれど、電力との調整はどういうふうになっ

ているかお伺いいたします。

○下地英輝道路管理課長 無電柱化を計画するに当

たっては、沖縄ブロック無電柱化推進協議会という

ことで、道路管理者、国、県、市、あとは電線管理

者、電力、ＮＴＴ、そういったところと協議会の中

で整備について合意がされた箇所について―現在

第８期になりますが、合意した路線は整備を進めて

いくということでございます。

○新垣光栄委員 ぜひ強力に進めていただきたい。

そして、今、この電柱を立てるこの許可というの

は、これは道路管理者がオーケーしないといけない

わけですよね。これ、国や沖縄県が管理するところ

に立てているわけです。そこで立てておきながら、

邪魔だからといって高木を伐採しているわけですよ。

それはいかがなものかと思いますが、どう思います

か、部長。

○下地英輝道路管理課長 今の御質問は、いわゆる

剪定も沖縄電力が行うべきじゃないかという御趣旨

としてお答えします。

県管理道路における街路樹の剪定は、視認性を阻

害する箇所であるとか、病害虫対策などを優先的に

実施しているところでございます。

電線の支障になる場合は、街路樹の剪定について

は電線を破断するおそれがあるということで、道路

管理者から電線管理者に情報提供をいたしまして、

電線管理者が実施しているところでございます。

以上です。

○新垣光栄委員 ぜひ電柱の地中化を推進していた

だきたいということをお願いして、次、首里城の復

旧復興に関する調査検討計画等に関する費用に関し

て、先ほどからも質問がありましたけれども、知事

の思い、先ほど崎山嗣幸委員からありました。そし

て部長の答弁、改めて、今どのように考えているの

か。本会議での答弁含めてもう一度、部長の考えを
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お願いいたします。

○島袋善明土木建築部長 龍頭棟飾り等の製作に当

たりましては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ、

壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者の活用に向

けて検討をしているところであります。

具体的な製作体制につきましては、壺屋陶器事業

協同組合と、県内技術者と緊密に連携を図りながら、

今後、有識者で構成される首里城復興基金事業監修

会議に諮り、決定していきたいと考えております。

以上です。

○新垣光栄委員 この辺の理解が得られていないと

思っておりますので、私、その件に関して総括質疑

に入れていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地副委員長から新垣委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改

めて説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今提起した首里城公園の復旧・復

興に関する調査検討計画、設計等に要する費用、委

託料に関して、知事に対して説明をお願いしたいと

思います。

今、本当にもう職員の皆さん、頑張って説明をし

ていただいております。しかし、もう担当レベルの

問題ではない。しっかり部長、三役が判断しないと、

もう職員を守れないと思っています。職員もかわい

そうですので、しっかり、部長をはじめ三役のほう

で方向性を出さないとこの問題は解決しないと思っ

ておりますので、方向性を出せるように調査をお願

いしたいと思います。

以上です。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、３月13日の質疑終了後に協議をいたします。

これで新垣光栄委員の質疑は終了しました。

金城勉委員。

○金城勉委員 では質疑をさせていただきます。

この３年ほど、コロナ禍で大変な状況、県民、世

界的にそうですけれども、続いてまいりました。

それで、土木建築部に関わることで考えますと、

指定管理のほうの中で、いろんな公園とか、そうい

うところがあるのですが、この間、やっぱり委託先

のほうでは、お客さんを迎えることもできない、ま

た、施設を使用させることもできない、いろんな影

響を受けていると思うのですけれども、そういう中

で、この管理委託料についてのこの間の考え方とい

うのは、従来と比較してどのような変化があるのか、

その辺についてちょっと教えてください。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

県営都市公園は、県と指定管理者の基本協定によ

り、指定管理料が定められております。しかしなが

ら、新型コロナの影響が大きかった令和２年度は、

県総合運動公園及び県営首里城公園において、適切

な管理運営を行うために必要があるということで指

定管理料の増額を行っております。

県としましては、県民サービスに影響が出ないよ

う、引き続き指定管理者と調整しながら、必要に応

じて対応を検討してまいりたいと考えております。

以上です。

○金城勉委員 今のは、指定管理料の増額をしたと

いうことでした。

それはやっぱり、その運営が厳しかった、収入が

厳しくなったということに対する手当てというふう

に受け止めていいんですか。

○仲本隆都市公園課長 この公園自体の利用者への

サービス水準、管理運営、維持管理を適切に行うた

めに必要な額として計上したものでございます。

以上です。

○金城勉委員 これは、そろそろコロナも収束の見

通しになってきたのですけれども、多分この３年、

５年のそういう委託管理の期間内で考えるんでしょ

うけれども、これからはどういうふうに考えていま

すか。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃるとおり、コ

ロナの影響は徐々に、一応収束しつつあるものと考

えております。

ただ、県としましては、今後も指定管理者と調整

しながら、必要に応じて対応が必要なのかどうかと

いうところを検討しながら、対応していきたいとい

うふうに考えております。

○金城勉委員 県民サービスのためにも、やっぱり

その辺のところを配慮しながら、ぜひ運営をお願い

いたします。

次に、この災害対策関連でありますけれども、

24ページの道路メンテナンス事業もそうですけれど

も、国土強靱化の対策というのは国全体的に取り組

んでいるところですが、沖縄県内のこの道路、橋梁、

トンネル等の安全対策、それについては全県的な実

態調査などはなされておりますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県は、橋梁やトンネルなどの道路施設について、
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道路法に基づく５年に一度の定期点検を実施してい

るところでございます。

○金城勉委員 内容的にもちょっと御説明……。ア

ンシ、簡単グヮーに。

○下地英輝道路管理課長 すみません。

道路法に基づき５年に一度の定期点検を実施する

とともに、長寿命化修繕計画に基づく修繕、更新等

を進めているところでございます。

県が管理する橋梁ですけれども、678橋ございまし

て、令和２年度末時点で早期に修繕が必要と判定さ

れた橋梁が、今93橋ございます。

現時点で、約５割に当たる47橋において修繕に着

手しているところでございます。

○金城勉委員 ということは、これ皆さんの計画で

調査に基づいて、そのしかるべき手当てがされてい

るというふうに理解していいですか。それとも、予

算の都合で計画どおり行ってないということはない

ですか。

○下地英輝道路管理課長 早期に必要な箇所を早め

に修繕して、予防保全に持っていくという目標を持っ

て、予算も令和４年度が７億円でございましたけれ

ども、12億円にして事業進捗、スピードを早めてい

きたいと。着実に進めていきたいと考えております。

○金城勉委員 これ、万一のときには人命にも関わ

ることですから、ぜひよろしくお願いをいたします。

それで道路のメンテナンスの場合、特に最近ちょっ

と私が気になるのは、道路の白線がもう見えなくなっ

ているところが多々あるんですね、県道のみならず

国道もそうですけれども。この辺の対策はどういう

ふうに計画していますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

区画線、先ほども御指摘がありました。区画線な

ど道路施設については日常の道路パトロールにより

劣化状況や修繕箇所の把握に努めているところでご

ざいます。施設の優先については、劣化状況を勘案

し、優先度が高い箇所から順次実施しているところ

でございます。

先ほど指摘もございました。そういう指摘がある

ところもしかりやりなさいという御指導がございま

したので、そういったところもしっかり把握して予

算の確保に努めて対応してまいりたいと考えており

ます。

○金城勉委員 これ、非常に安全面に直接関わるこ

となのです。

昼間はまだ薄く見えたりするんですけれども、夜

はもう全くこの白線が見えなくなって、どこを走っ

ているのか分からないというようなケースもありま

す。ですから、そこはパトロールをしているのであ

れば、もっとスピーディーにその対応をしていくべ

きだと思うんですね。

その辺のところは、このメンテナンス事業の予算、

12億円計上されていますけれども、新年度のこの予

算の額としては十分な確保になっておりますか。

○下地英輝道路管理課長 区画線等につきましては、

ハード交付金の交通安全事業として実施しておりま

す道路補修等です。それだけじゃやっぱり足りない

ところもございますので、起債事業――公的起債で

あるとか緊急自然災害防止対策事業債、起債事業の

活用もそれに加えてしっかり対応していきたいと考

えております。

○金城勉委員 よろしくお願いします。

それと、道路については前にも問題提起したこと

があるんですけれども、比屋根トンネルの件です。

私の通勤の道路でもあるのですが、朝夕毎日見て

いるんです。最近はとみにこの歩道を通る市民の皆

さん方が多く目立つようになりまして、そこを車で

走るたびに私は冷や冷やするんですよ。歩道の幅が

狭いけれども、柵がないということで、万が一とい

うことが常に頭に浮かぶんです。

仲順から向こうは、光栄委員、何ていうんですか、

あのトンネルは。

○新垣光栄委員 宜北線……。

○金城勉委員 いやいや、渡口から上がっていく道

路――トンネルには柵があるんです。しかし、比屋

根トンネルにはないんですよ。

だから、そこを片面だけでもいいですから――両

面に必要ないでしょうから、片面、歩道側だけでも、

向こうはやっぱり、安全確保のためにはぜひ必要だ

と思うんですけれども、いかがですか。

○下地英輝道路管理課長 比屋根トンネル内にガー

ドレールの設置をしていただきたいというところで

ございます。

和仲トンネル、先ほど、ガードレールがあるとい

うところなんですけれども、和仲トンネルの事例で

申し上げますと、比屋根トンネルより縦断が、勾配

が非常にきついと、あとカーブがきつい区間がある

というところから設置しているところでございます。

基準の中で今申し上げているところでございます

けれども、比屋根トンネルほぼ直線というところも

あって、それで、基準の中ではそういう設置が、最

初から設置ができないというところでございまして、

あと、比屋根トンネルの過去の事故の履歴や、あと
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通学路の指定であるとか、そういったものを見ます

と、今すぐにガードレールを設置するというところ

が、ほかにも優先順位が高いところあってというと

ころで、もし必要な対策をするのであれば、まずは

注意喚起をするとか、そういったものができないか

というところを、歩行者の安全性の確保に引き続き

注視して対策を検討したいと考えております。

○金城勉委員 私は地元の自治会長とも一緒に中部

土木事務所にも要請したことあるんです。それで同

じような答弁が返ってきたんですけれども、しかし、

具体的にやっぱり現場を見ている人間からすると、

特に向こうはライカムから走ってくるのは非常にス

ピードが出るんですよ。そういう中で、この左側の

歩道を歩行者が行ったり来たりしているというのを

見ると、非常に危険性を感じる。

ですから、そういうところも、やっぱり安全あっ

ての道路ですから、そこは規約を緩和してでも、あ

るいはまた従来の慣例を一部見直ししてでも安全の

確保というものが早急に必要だと思います。

何しろトンネルの中だけないのです。トンネルの

手前にはあるのです。だから、非常に、どうなって

いるんだというように、素人目には思えるんです。

ですから、そこはぜひもう一度検討していただい

て、やっぱり市民の安全を優先するという視点から

検討をいただきたいというふうに思います。

次、行きます。

海岸整備事業ですけれども、事前の質問取りのと

きにも説明いたしましたが、北谷町砂辺の海岸が、

以前にも私、現場視察、現場見て北谷町の職員や、

あるいはまた中部土木事務所の職員も一緒に立ち会

いながら見たのですけれども、もう波が来るたびに

浸食されて――その陸地側は墓地になっているんで

す、数多くの墓地。

だから、それがもう年々浸食されているので、そ

の対応について現状を伺います。

○前武當聡海岸防災課長 お答えします。

北谷町砂辺の自然海岸につきましては、海岸背部

が墓地となっており、その前面が一部浸食されてい

るという状況を確認しております。

県としましては、自然環境の保全だとか、あと背

後の個人墓地の保護の観点等から、海岸管理者とし

てどのような対応が可能かにつきまして北谷町と意

見交換、情報共有、提供等を行いながら、事業化の

可能性等々を検討していければというふうに考えて

おります。

○金城勉委員 以前にも、もう何年も前にその北谷

町の職員、それから中部土木事務所の職員も一緒に

立ち会ってそこを確認したのですけれども、当時と

今とでは認識は変わっていますか。

○前武當聡海岸防災課長 大幅に変わっているかと

言われると、当時とほとんど変わってない状況だと

いうふうな認識でございます。

○金城勉委員 ということは、ほったらかすという

ことか。

○前武當聡海岸防災課長 まず、やはりその墓地の

捉え方というのはあろうかと考えておりまして、そ

れを北谷町のほうがその墓地をどういった形で対策

していくかという点もあるのかなというふうに考え

ております。

北谷町のほうで計画があります墓地の集約とかで

検討がございます。そういったものを、北谷町の集

約化の計画とか、都市計画上の捉え方というものを、

やっぱり北谷町の意見も確認しながら、海岸管理者

としてどういった対応ができるかというのは、引き

続き意見交換させていただきたいというふうに考え

ております。

○金城勉委員 墓地の保護も当然ですけれども、そ

ういう国土を守るという意味でも、向こうはほった

らかしていったらもう年々浸食されていくことは間

違いない地形になっているのです。だから、そうい

う意味ではやっぱり、海岸保全をするということは

非常に重要なテーマだと思いますので、ぜひ御検討

をお願いをいたします。

ごめんなさい。誰かが質問するかなと思って通告

しなかったんですけど、通告外１つお願いします。

道路の緑地帯の除草の取組についてですけれども、

もう観光立県と叫ばれて、景観が悪いということを

言われ続けてきたのですが、最近は、割とスムーズ

にその除草作業が進んでいるようなので、大分よく

なってきたという印象を持っているのですが、それ

でもまだ残っているところは多々あります。

やっぱり県外、国外に行くと、そういう沖縄の――

観光立県でありながらこの道路沿いの草木について

繁茂しているという状況は、もう沖縄だけじゃない

かと思えるほど、そういう印象があります。

ですから、その辺のところは皆さん、非常にいろ

んな手法を変えて改革も進められているようですか

ら、新年度に向けての状況、事業の方向性、御説明

をお願いします。

○下地英輝道路管理課長 雑草対策ということでご

ざいます。

県は、性能規定方式による道路除草について、今
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年度は、沖縄本島内の県管理道路の約４割で実施を

しているところでございます。おおむね草丈が低い

状態を常時維持できており、良好な沿道景観形成の

取組の効果が現れてきているものと認識しておりま

す。

令和５年度は、新たに宮古・八重山地域で実施を

予定しておりまして、県全域での導入に向けて取り

組んでまいります。

以上です。

○金城勉委員 全県的にそれは必要なことですし、

また特に、やはり観光という視点から見たときの優

先順位もあると思いますので、ぜひ、それが具体的

に効果として現れて、心地よい観光地としての沖縄

をつくっていけるように、ぜひお願いをいたします。

以上、終わります。

○下地康教副委員長 金城勉委員の質疑は終了いた

しました。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。

まず、報得川の拡幅整備のところですね。

12月１日に、我々土木環境委員会で視察に行って、

特に東風平中学校ですか、あの周辺の学校長の生の

訴え、あるいはまた先生の議員の訴え、あるいは地

域住民の声を聞くと、もう自ずと我々は、とにかく

早めに何とかしろという形で強い指摘をさせてもら

いましたけれど、そこも含めて、補正で予算が緊急

対策ということですけれど、まずその説明からお願

いできますか。

○波平恭宏河川課長 報得川の浸水被害の緊急的な

対策としましては、河川維持費で8000万円、一般河

川改修事業費で2500万円の補正予算を今議会で計上

しております。梅雨の時期までに対策効果が発揮で

きるよう、３月から――今月ですね、河川維持費に

よる雑木撤去等を行うとともに、一般河川改修事業

費によりその他の対策工法の検討を行うこととして

おります。

整備区間につきましては、浸水被害が頻発してお

ります東風平中学校付近を中心にしまして、下流側

の与那城橋までを予定しているところでございます。

○照屋守之委員 ありがとうございます。

これはその中学校、八重瀬町、議会とか、そうい

うところには、きちっとそういう説明、もう既に終

わっていますか。

○波平恭宏河川課長 令和５年１月27日に八重瀬町、

あと学校関係者、教育庁、下水道課、河川課で調整

会議を開催しております。

この中で、先ほどのしゅんせつを進めたいという

お話はさせていただいたところで、さらにこの中で、

東風平中学校付近の浸水の原因としましては、当該

区間が未改修で河川の断面が不足していることのほ

か、北側の市街地からの流水を排水できないことに

よる内水氾濫もあることから、学校の敷地内に一時

的な貯留施設を検討できないかということにつきま

しても意見交換を行ったところでございます。

県としては、引き続き関係者と連携を図りまして、

浸水被害の件に向けて取り組んでいきたいと考えて

いるところでございます。

○照屋守之委員 ではやっぱり我々が懸念するよう

な、梅雨時期がどうのこうのとかというのはしっか

り説明した上で、その応急措置を含めた形で対応で

きるようになっているという、それで理解していい

ですか。

○波平恭宏河川課長 応急的な対策としましては、

河道内の立木等の伐開とかにつきまして梅雨時期ま

でに完了したいというところで、それとはまた別に、

どのような浸水被害の軽減対策ができるかを検討し

ていきたいと考えているところでございます。

○照屋守之委員 とにかくお願いしますね。

やっぱり子供たちがそこにいる、過去にそういう

浸水がある、子供は亡くなった、そういうふうな事

例もあって、もちろん学校も、その地域も、行政も

含めてこれ何とかしてもらいたいということで、我

々が土木環境委員会で視察に行って、その声を受け

て今、執行部が対応しているわけですよね。

ですから、ぜひ向こうの懸念が一日でも早く払拭

されるような、そういう取組方を今後ともよろしく

お願いします。

次に、県道の整備です。

特にうるま市についてお伺いをしたいのですけれ

ども、県道37号線、海岸線の道路補修、伊計平良川

線の宮城島区間の道路整備、与勝一周道路、平敷屋

から南風原区間の整備、県道224号線――これは旧道

路ですけれども、うるま市民芸術劇場裏の整備をやっ

ております。

その事業の令和５年度の予算、それと進捗、御説

明をお願いできますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県道37号線の海岸線は沖縄本島から海中道路、平

安座島等の周辺につながる重要な生活、観光及び物

流道路でございます。

近年、交通量が増大し、大型車も増え、舗装の老

朽化が原因で、至るところで舗装が破損していると
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いうことで、県は元年度から交通量に対応した舗装

構成――厚くしたりというところで補修工事を行っ

ているところでございます。

ある程度規模を大きくして取り組んでいただきた

いというところがございましたので、起債事業等、

必要な予算を確保して、令和５年度は早々に約

300メートル実施をしたいという計画でございます。

○照屋守之委員 いや、でも、たくさん言ったよ。

伊計平良川線、宮城島。

○砂川勇二道路街路課長 伊計平良川線についてお

答えいたします。

伊計平良川線の宮城島工区ですけれども、令和２年

度末までに桃原橋の架け替え工事が完了しておりま

して、これまでに上原地区の実施設計、桃原地区の

実施設計を行っております。令和４年度末の進捗率

ですけれども、事業費ベースで約43％となっており

ます。

ハード交付金で事業を実施しておりまして、令和

５年度の予算につきましては、その他の事業路線も

含めて、現在配分の検討を行っているところでござ

います。ハード交付金、厳しい状況となっておりま

すが、引き続き早期整備に向けて予算確保に努めて

まいります。

引き続き勝連半島南側道路についてお答えいたし

ます。

勝連半島南側道路につきましては、現在、沖縄県

環境影響評価条例に基づく手続を進めておりまして、

米軍施設用地以外の環境調査を完了しております。

令和５年度は米軍施設用地内の環境調査に必要な

予算を計上しておりまして、引き続き沖縄防衛局及

びうるま市と調整を行いまして、早期事業化に向け

て取り組んでいきたいと考えております。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県道224号線、具志川環状線のうるま市仲嶺におけ

る公共交通安全事業につきましては、計画延長

810メートルのうち、490メートルの整備が完了して

おります。

未整備区間については、用地未買収が現在５筆ご

ざいまして、令和４年度に用地交渉を行った結果、

４筆について、おおむね地権者と合意をしておりま

す。令和５年度は、この４筆の予算を確保しており

ますので、契約に向けて取り組んでまいります。残

り１筆についても、引き続き地権者の理解が得られ

るよう交渉を行い、令和６年度を目標に完了できる

よう取り組んでまいります。

以上です。

○照屋守之委員 ありがとうございます。

伊計平良川線、この宮城島のあそこの橋がかなり

時間がかかったというのはもう理解していますけれ

ど、土地改良区のあの上の区間、具体的にどうです

か。用地買収とか、あるいは工事とか、そのめどは

どうなっていますか。

○砂川勇二道路街路課長 令和４年度――今年度、

上原地区につきましては、なかなか厳しい状況では

ございますが、できるだけ予算を集めまして、用地

測量を一部で実施しております。

ただ、用地測量がまだのところも残っております

ので、引き続きそれも実施した上で、その後に用地

交渉、買収という流れになっていくことになります。

○照屋守之委員 平敷屋－南風原区間の道路、そこ

６キロぐらいあるんですかね。

今の説明は環境アセス、次、米軍か。

これは翁長知事の頃からの課題ですよ。そのとき

に、環境アセスを入れると言って、何で道路を造る

のに環境アセスですかという話をしたら、もう環境

も含めてやるというから、結局３年ぐらいの話だっ

たんでしょう、10年ぐらいたっていますよ。

この環境アセスすら終わらないということは、こ

れどうなるんですか、この事業は。

○砂川勇二道路街路課長 勝連半島南側道路につき

ましては、県の環境影響評価条例に基づきまして、

アセスの対象となっております。

これまでに、基地の外の環境影響調査については

完了しておりまして、基地の中についての環境調査

を実施する必要があります。

県としては、平成30年に共同使用の申請を行って

おりまして、防衛局を通しまして協議を継続してい

るんですけれども、まだ立入許可が下りていないと

いう状況になっております。引き続き今年度も11月

に副知事を筆頭に要請に行っておりまして、今後と

も引き続き協議の進展について要請を行っていきた

いと考えております。

○照屋守之委員 この事業、いつまでに具体的に工

事が入るとか、この環境アセス、今は民間です、次

は米軍基地です、米軍基地は調整に時間がかかりま

すということになると、実際に仕事が始まる、それ

で工事が始まる、この事業が始まるというのは、も

う説明もつかない、めどが立たないということです

か。

この道路、基本設計はやったんでしょう。どうで

すか。

○砂川勇二道路街路課長 概略、予備設計までは実
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施しております。

○照屋守之委員 予備設計やって、それから環境ア

セス入れて、実際、具体的に実施設計になるんです

か。その後に用地、物件補償が入るんですか。

この手順、ちょっと説明してください。

○砂川勇二道路街路課長 環境影響評価につきまし

ては、準備書の段階ということになります。基地の

中の調査が終わりますと、全てそろえて準備書を作

成していくと。その後に評価書を作成していきます。

それをもって修正等が――知事意見等がございまし

たら、補正の評価書を作成いたします。その後に事

業化に向けてという流れになります。

○照屋守之委員 いやいや、これね、とにかく少し

予算をつけるか、何かいろんなことをして早めにし

てもらう。

先ほど言ったように、37号線の道路、これ与那城

から屋慶名ですよ。

宮城島、今の勝連、平敷屋から南風原、与勝半島

ですよ。

本来ああいう地域は、もう少し早めに県がこの道

路整備してあげて、平敷屋から、例えば沖縄市に出

るあの道路を通って早めに交通の時間を短縮すると

か、利便性を上げるとかというもので、非常に大事

な道路なんですよ。

だから、これは前からお願いしていて、その都度

確認をするんだけど、特に今の平敷屋から南風原区

間については、今の感じで環境アセスということに

なっていくと、具体的に仕事が――県民に目に見え

る形でできるというのは、どのぐらい先なんですか。

○砂川勇二道路街路課長 米軍との協議という内容

でございますので、現段階で明確にいつ頃というこ

とは、ちょっとお示しするのは困難な状況です。

○照屋守之委員 とにかく、これは知事のほうとも

連携取って、やっぱり、与勝出身の知事のお膝元で

すからね。

これは通常のものを早めにやれということじゃな

くて、前から計画あるものを進まないから何とかし

てほしいということだから、これ、知事としても懸

念するんじゃないですか。

ぜひお願いします。

２つ目、雑草ゼロの取組です。

令和４年度の成果と、５年度の予算及び取組をお

願いします。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

雑草ゼロに向けて、県は性能規定方式による道路

除草について、今年度は沖縄本島内の県管理道路の

約４割で実施し、おおむね草丈が低い状態を常時維

持できており、良好な沿道景観形成の取組の効果が

現れてきているものと認識しております。

来年度は新たに、宮古・八重山地域で実施を予定

しており、県全域での導入に向けて取り組んでまい

ります。

○照屋守之委員 部長、土木建築部はそういう新た

な道路整備とか、そういうものについては予算の面

も含めていろいろ不満を持っていますけど、この雑

草ゼロ、すばらしいですよ。

これ、ぜひこれからも力を入れて、先ほど金城勉

委員も言っていたように、観光立県ですよね。やっ

ぱり、これからそういうふうなソフト面というか、

きちんと、ハードの道路整備はいいんだけど、今あ

るものをいかにつくっていくか、きれいに維持して

いくか。だから、ゼロといっても継続するわけです

からね。ここが非常に大事なんですよね。

ですから、今そういうことも含めて、地域で道路

ボランティアって結構いるじゃないですか。その役

割と現状、県との連携、それをお願いできますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県は、道路ボランティア団体への花苗の提供や保

険、報奨金等による支援を行っており、現在、575団

体の協力を得ながら道路の美化に取り組んでおりま

す。

今後の取組として、道路ボランティア協議会の設

置や企業サポーター制度等の検討、導入を行い、連

携体制の拡充に努め、良好な沿道景観の形成に取り

組んでいきたいと考えております。

○照屋守之委員 非常に大事ですから、これ一緒に

進めていきましょうよ。

我々も、５年前からこういう地域で実践していま

すけど、やっぱりこの道路、県民の財産としての位

置づけ、そこの意識を変えていくというのが必要だ

ろうなと思っているのです。だから、県道は県が管

理するもの、行政がやるもの、市道は市が管理する

もの、行政がやるものというふうな形で、何かあれ

ば苦情を言ってという、そういうことでしょう。だ

からこれだけ道路整備して、なおかつその責任を負

わないといけないという、県の行政は大変です。

特に我々の地域は、中部土木事務所管内なんだけ

ど、やっぱりそういうふうな意識づけをやって、県

民、その沿道の商店、企業、通り会、そういうのを

巻き込んで、一緒にそういう道路の維持も含めた、

きれいにしていくという仕組みづくりが必要だと思

いますけど、どうですか。
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○島袋善明土木建築部長 今、まさに委員おっしゃ

るとおり、我々沖縄県は性能評価の導入ということ

で、着実にその道路の美化、沿道景観の向上に努め

ているところです。

そして、あわせてやはり身近なところから、自分

の、実際に家の近くの県道、あるいは市町村道を通

るときに、やはり道路ボランティア、付近住民の方

がきれいに緑化して草花を植えたりとか、そういっ

た、やはり住民の皆さんの御協力、意識の向上、そ

ういった美化というのが日頃から目にすることが大

分多くなっている実感がございます。そういったの

も併せて、やはり地域と、あとはその沿線にいらっ

しゃる企業の方々、そういった地域や道路ボランテ

ィア、そういった皆さんで協力して道路の緑化を図っ

ていくという仕組みづくりを今後、例えばモデルケー

スもエリアを決めてやりながら、どんどんそういっ

た施策を広げていきたいというふうに考えておりま

す。

○照屋守之委員 これはやりましょう。

結局、今の市民、県民も、県道というふうなのを、

県が管理するものは県の財産だという、やっぱり敷

居が高いものがあるわけですよ。そこを触って、自

分たちがやったらまた何か問題が起こらないかとい

うふうに構えている地域住民が結構いるんですよ。

商店街でもそうだけど、自分のお店もやりたいけど

これは県がやるべきものだというのがあるから、な

かなかできないわけです。

だから、そこも一緒にするというのは、非常に、

これから大きな課題だと思いますよ。そこも含めて、

今後一緒に連携してやっていきましょう。

次は、中部東道路の建設です。

実はこの件で、２月22日に市民芸術劇場で決起集

会、中部東道路を造ろうという、もうこれ市民主導

です、いっぱいいました。

それで、高速道路から与勝地域までの高規格道路

を造ろうという、もう住民運動みたいな感じに今開

かれつつありますけれども、このことについて、も

う既にうるま市の行政にもハッパをかけていますけ

れど、これはもう県とも恐らく連携を取りながらやっ

ていると思うんですが、この今の取組、どういうふ

うなことがなされていて、今後どういうふうな形に

なっていくか、よろしくお願いします。

○砂川勇二道路街路課長 中部東道路、これ仮称で

すけれども、令和３年３月に新沖縄広域交通計画と

いうのに候補路線として挙げられたところでござい

ます。

中部東道路につきましては、令和４年６月ですけ

れども、うるま市、国、あと県で構成されます連絡

調整会議の会議を開いたところでございまして、関

係者間で意見交換を行ったところでございます。今

月の末にも、うるま市からの呼びかけもありまして、

第２回の会議を開催する予定となっております。

県としましては、引き続きうるま市とか国と連携

しまして、事業化の可能性について研究していきた

いというふうに考えております。

○照屋守之委員 あの与那城の37号線、先ほど言い

ましたあの道路は、この燃料があそこから毎日運ば

れる輸送道路になるわけです。そこは、また重要港

湾、中城湾、その港湾も控えているわけです。宮城

島、平安座、平敷屋、浜比嘉、伊計島、まさにもう

命をつなぐ道路だという位置づけなんです。

そういう道路ができることによって、病院あたり

に17分短縮するとか、10分短縮するとか、そういう

ふうなこともあって、やっぱりこの中部地域全体を

考えていっても、この高速から与勝地域までの道路

が必要だろうと。与勝地域には国道がないんです。

国道がないから、高速までくっつける部分、そこも

含めて、これはやっぱり国直轄でお願いするしかな

いだろうと。県も含めて連携して、ぜひ対応方をお

願いしたいわけですけど、いかがですか。

○砂川勇二道路街路課長 まだ構想段階で、意見交

換とか課題の洗い出しを始めたところですので、事

業主体に関しましてはまだ何も決まっていない、白

紙の状態という状況でございます。

今後とも、国と市と県で連絡調整会議を開催して

おりますので、その中で意見交換をしながら、事業

化に向けた研究を進めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 お願いします。

○下地康教副委員長 以上で照屋守之委員の質疑は

終了いたしました。

以上で土木建築部に係る甲第１号議案、甲第５号

議案、甲第12号議案、甲第15号議案から甲第18号議

案まで及び甲第24号議案に対する質疑を終了いたし

ます。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○下地康教副委員長 再開いたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は３月13日月曜日、午前10時から委員会を開

きます。



－269－

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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